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第３回ＲＤ最終処分場問題対策委員会 議事録 

平成 19 年 3 月 27 日 

於：滋賀県庁新館 7階 大会議室 

１． 

開会 

○司会 本日予定の委員の皆様おそろいでございますので、委員長、これから対策

委員会を開催していただきたいと思います。 

 ○岡村委員 

長 

それでは、定刻になりましたので、第３回ＲＤ最終処分場問題対策委員会

を開催させていただきます。 

議事に入ります前に、まず会議の成立及び配付資料につきまして事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 ○司会 本日出席いただいております委員さんの数は 15 名でございまして、委員総

数の過半数を超えておりますので、ＲＤ最終処分場問題対策委員会設置要綱

第５条第２項に定める当委員会の設置要件を満たしておりますことを報告さ

せていただきます。 

 なお、本日の傍聴の方は現時点で６名でございます。 

 それと、資料の確認をさせていただきたいと思います。対策委員会の次第

をごらんいただきたいんですが、まず資料１は現状評価と課題の整理につい

て、資料２は追加調査について、資料３は廃棄物状況調査について、そして

委員さんからいただきました提出資料④、⑤をつけさせていただいておりま

す。資料４は、行政対応検証委員会でつけさせていただいた資料でございま

す。資料５は、産廃処理問題合同対策委員会からの提供資料でございます。

資料６は、今後の日程調整、会議の運営等についてという資料でございます。

それと、委員の皆さんからの提出資料ということで、委員提出資料①、②、

③をつけさせていただいております。もう１つ、梶山委員さんから私どもの

方に抗議と要請をいただいておりまして、その資料をつけさせていただいて

おります。 

 以上、配付資料の確認をさせていただきました。漏れがございましたら言

っていただきたいと思います。 

 

 

 

 

２．議題 

（１） 

現状評価 

○岡村委員 

長 

よろしいでしょうか－－。 

それでは、これより対策委員会の議事に移らせていただきます。 

 本日は、委員からの希望もございまして、昼食を挟んで午後３時ごろを目

途に開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、議題（１）の現状評価と課題の整理についてご審議をお願いいたし

ます。これについては、専門部会で協議をいただいておりまして、それを踏

まえて事務局から説明をお願いいたします。 

と課題の

整理につ

いて 

○中村室長 それでは、私の方から現状評価と課題の整理について説明させていただき

ます。 

お手元の資料１を開いていただきたいと思います。まず、１ページ、２ペ

ージにつきまして説明させていただき、その後、３ページ、４ページにつき

ましては、前のパワーポイントで、断面といいますか、想定地層図をかいて

おりますので、そのあたりを説明させていただこうと思っています。 
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 まず、１ページ目でございます。これは、前回１月 29 日の第２回対策委員

会で、これまで実施した県、栗東市の調査結果と、それに対する考察をまと

めさせていただきましたが、その中でわかったこと、まだわからないことを

示させていただいたところでございます。それらにつきまして取りまとめた

形で、一番左に現時点での調査結果から確認・推定される事項という形で整

理させていただいております。 

 次に、２つ目の欄でございますが、第２回の委員会におきまして、先ほど

申し上げた考察等も含めた情報をお示しさせていただいた上で、各委員から

のご意見もいろいろ出てきております。その意見につきましては、赤字で記

載させていただいております。事務局の方の疑問点等は黒字でということで、

こういった内容につきまして、科学的、工学的な分野での検討ということで、

専門部会でご検討いただいたということでございます。 

 その右の方が専門部会での検討結果ということで、その検討の結果につき

まして示させていただきました。 

 さらに、そういった検討結果を踏まえて、どんな調査をする必要があるか

ということで、詳しい調査については次の資料２で説明させていただくわけ

でございますが、ここではどんな調査を行ったということで項目だけ示させ

ていただいております。 

 それでは、表の中身についてご説明させていただこうと思います。専門部

会での検討事項と検討結果については関連いたしますので、横に流れるよう

な形での説明をさせていただきます。 

 まず、専門部会での検討事項の１つ目でございますが、地下水と浸透水の

測定方法は、これまで全量分析とろ過後の分析を行ってまいりました。どち

らの方法が妥当かといったことでご検討していただきました。これにつきま

しては、地下水の方もそうなんですが、浸透水についても、基本的には全量

分析とろ過後の分析ともに行うこととする。分析結果で判断すればどうかと

いうようなご意見でございました。 

 ２番目に、地下水と浸透水の評価についてはどういった基準で考えていく

かということで、これまでは、地下水については安定型処分場の周縁地下水

の基準、処分場の中の浸透水については、同じ廃棄物処理法の中で定めてい

る浸透水の基準で評価してきた。ただ、フッ素、ホウ素は、いずれも定まっ

ていなかったことから、地下水の環境基準で評価してきた。こういったこと

についてどうでしょうかということにつきましては、１つは評価基準は従来

どおりで問題ない。ただ、経時的な傾向によって評価する必要もあるので、

平均だけではなしに最大値も示す必要があるだろう。もう１つ、処分場内に

ついては廃棄物処理法に定める基準で考えるべきで、処分場周辺及び処分場

の底の部分の地盤、地下水環境については環境基準等関係法令に定める基準

で評価することを確認させていただきました。 

 それから、地下水と浸透水から確認される有害物質の検出状況について、

いつも検出されるもの、いわゆる定常的に検出される物質と時々検出される
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ものがある。こういった原因についてはどうでしょうかということにつきま

しては、地下水、浸透水の問題も、降水、雨水の有無の関係、測定精度の問

題、二次汚染というものが考えられるのではないかということでございまし

た。また、これらの原因のほかに、シス－1,2－ジクロロエチレンのように、

下流方向といいますか、今後も増加するおそれのあるものについては、長期

的なモニタリングが必要であろうというご意見をいただきました。 

 次に、地下水の方でございますが、これも同じように検討事項と検討結果

についてご報告させていただきます。 

 ヒ素、フッ素は、花崗岩に含まれており、県内でも地下水から広く分布し

ているということから、自然由来の可能性について検討していただきました。

検討結果は、自然由来の可能性はあると思われるけれども、処分場の下流方

向であれば、自然由来と処分場由来どちらの可能性もあるので判断しがたい。

それから、自然由来を明らかにするためには論理的に非常に難しいものがあ

り、処分場周辺の広い範囲で確認する必要があるという結果でございました。 

 次に、ダイオキシン類の関係でございます。周辺地下水等、分析上ごく微

量のダイオキシン類等が出てくるわけでございますが、いわゆるダイオキシ

ン類の測定方法の宿命といいますか、全く出てこない場合でも計算上出てく

る可能性があるということから、ダイオキシン類の測定値について検討して

いただいたところでございます。計算上、0.2pg-TEQ/L を超えて検出された

場合についてはダイオキシン類の汚染も考えるべきであろうというのは妥当

と考えられるということでございました。 

 それから、西市道側の県 No.３の観測井戸は、非常に複雑な水質といいま

すか、電気伝導度は低いけれども、ダイオキシン類が時々ぽこっと出てくる

ということで、帯水層を調べますと、Ks1 層と Ks2 層－－Ks1、Ks2 はいわゆ

る帯水層、地下水層のことでございまして、２つの層の両方を採水している

ということについて検討していただきました。その結果、現況の県 No.３は、

今申し上げました２つの帯水層でとっているということから、観測井が構造

的に不適切で、新たに設置し直した上で測定及び評価を行うことが妥当であ

ろう。ボーリング孔を利用して地下水の流向についても調査を行うべきとい

う答えでございました。 

 次に、北尾側の県 No.２の観測井戸の状況について、地下水の流向の上流

部に位置しておりますけれども、ヒ素が定常的に検出されている。それが処

分場の影響であるかどうかについて検討いたしました。県 No.２の水を取り

入れるスクリーンの上部と下の方では電気伝導率が異なるということで、１

つの水をとっているかどうかについてもよくわからない、構造的に不適切で

ある。また、地下水の流れる方向についてもきちんと評価する必要があると

いうことでございました。 

 それから、ＳＳと重金属類の濃度に明確な関係があるのか不明であるとい

うことにつきましては、浸透水の方でも同じ議論といいますか、同じ答えと

いいますか、そういう部分ですが、地下水の測定方法は、基本的には全量分
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析とろ過後の分析ともに行い、その結果でもって判断していくということで

ございました。 

 それから、水銀の検出状況につきましては、市 No.３でいつも検出されて

いるという状況が今も続いているわけでございますが、ＲＤ処分場の途中段

階のところでも幾つかのところで水銀が検出されているということで、処分

場の影響なのかどうかについて検討していただきました。これにつきまして

は、ヘキサダイヤグラム、これは地下水中に含まれているカルシウムとかマ

グネシウムといった溶存イオンの比率を模式的に図にかいて、それが似かよ

っているかどうかということで同じ水脈かどうかを調べる方法でございます

が、そういった状況から見る限りでは、処分場の影響については否定できな

いという答えでございました。 

 それから、汚染されている帯水層につきまして、Ks2 層及び Ks1 層の地下

水汚染の有無（浸透水の影響を受けているのか）と地下水流向について検討

していただきました。その結果、Ks2 層は汚染されていると判断される。た

だ、Ks1 層は不明である。今後、Ks1 層のみを対象とする水質測定と有害物質

の確認が必要である。それから、Ks2 層は廃棄物層に直接接している可能性

があり、難透水性の有無と地下水流向を把握するための調査が必要である。

これは、後ほど前のパワーポイント等で模式的な形で説明させていただきた

いと思います。それから、Ks0 層については、Ks1 層、Ks2 層よりもさらに 40

ｍほど下にあるということから、汚染されていない地層として判断できるの

で、今後調査対象から外してよいという答えをいただいたところでございま

す。 

 それぞれの検討結果に基づいて、今後の調査項目は右の方に示させていた

だいたところでございます。 

 ２ページに入らせていただきます。地質の関係でございます。地下水と地

質構造につきましては、地質構造の帯水層を地下水が流れるということで、

地下水と地質構造は切り口が若干違うというふうなことだろうと思いますけ

れども、地質構造の中での検討ということで、それぞれ検討事項、検討結果

について説明させていただきます。 

 １つ目は、各帯水層－－Ks1 層、Ks2 層、Ks3 層の帯水層があるわけですが、

これの連続性が確認できていないことを検討していただきました。これまで

のボーリング調査に加えて、新たにボーリング調査によって地層の連続性を

確認することで問題はないけれども、調査位置は検討する必要がある。特に、

埋立処分場の中央付近と工業技術センター側の崖付近での調査は必要と思わ

れる。おおむね提案させていただいた調査方法でよかろうという検討結果で

ございました。 

 それから、地質構造を調べる上では、ある年に多量に降った火山灰層が一

つの基準となり、そこからまた次が積もり出している、埋まっているという

ことで、火山灰層が同一のものかどうか、それぞれのボーリング地点で一般

的には確認するわけでございますが、すべてのところで火山灰層を確認され
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ていないため、地層の層序、いわゆる積み重なりが確認されていない部分が

ございます。これにつきましては、事務局案の、科学的に証明するために、

今後のボーリング調査を行う上でも火山灰層分析を行うことで問題ないとい

うことでございました。 

 それから、難透水層としての各粘土層の連続性と遮水性について把握でき

ていないことを検討していただきました。各粘土層、kc3－－ｃというのはク

レイ(clay)、粘土層ということで、kc3 層、kc2 層、kc1 層の透水係数を把握

する必要がある。水を通すかどうかを把握する必要があるということです。

それから、透水試験は、原位置－－その位置で測定する方法と室内試験でや

る方法があるんですが、オーダーで評価するので、室内試験で実施すること

で差し支えないという結果をいただいております。 

 次に、ガスでございます。地中温度が平成 18 年３月現在でも高く、埋立地

内で硫化水素の生成が継続している可能性があり、早急に対策などの措置を

講じる必要性を検討していただきました。廃棄物層内部では硫化水素等を生

成していても、現時点において周辺環境等への支障は生じていない。このた

め、早急に対策の措置を講じる必要はないと判断するという結果でございま

した。 

 それから、その他のガスでございます。地中温度と硫化水素の測定結果か

ら、ＶＯＣも嫌気性分解が進行している可能性が考えられ、早急に対策等の

措置を講じる必要性を検討していただきました。これの結果といたしまして

は、将来的に安定化への状況を知る上で、処分場内の現況を把握する必要が

あるということで、今後行うボーリング孔を利用して、ＶＯＣ、硫化水素、

メタン、二酸化炭素、酸素などについて測定する必要があるという検討結果

をいただいております。 

 次に、廃棄物でございます。検討事項といたしましては、改変後、いわゆ

る改善命令の後の現況地形というのが、現在正確な測量ができておりません。

それにつきましては、やはり測量により現況地形を把握する必要があるとい

うことです。 

 それから、実際に埋め立てられた廃棄物の量や性状が確定されていない未

調査区域を中心に廃棄物調査を実施する必要性について検討していただきま

した。これにつきましては、廃棄物調査は必要である。調査方法、内容につ

いては別途事務局で検討することということで、本日資料３で廃棄物の状況

調査についてまとめさせていただきましたので、そちらの方でご意見を伺い

たいと思っております。 

 それから、違法埋立廃棄物について、ほかの区域でも違法廃棄物が存在す

る可能性はないか。これにつきましても、今申し上げました廃棄物状況調査

の中でご説明していきたいと思っております。 

 西側平坦部の油分、ノルマルヘキサン抽出物等につきましても、油を定量

している結果でない可能性があり、測定方法を検討する必要があるというこ

とで、委員の方からもご意見をいただきましたので、これにつきましては、
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TPH 試験、いわゆる IR 法とか、その他ガスクロマトグラフ法等による分析を

検討していきたいと思っております。 

 それから、西側平坦部の埋め戻し範囲の汚染分布を確定する必要がある。

そういった分析方法の上、これは実施していきたいと思っております。 

 それから、焼却炉の問題でございます。これにつきましては、周辺住民の

方々もいろいろ不安を覚えておられる部分でございまして、焼却炉に起因す

る生活環境保全上の支障について検討していただきました。焼却炉内に残っ

ている焼却灰は撤去し、処分したとのことでございますが、ピット内に雨水

がたまっている。地下浸透などの可能性は低いと考えられますけれども、部

会意見としては保留したいというご意見でございました。 

 それから、焼却炉の老朽化による倒壊が心配であるといったことも出てき

ております。これにつきましては、焼却炉内に残留しているばいじん等を対

象にしたダイオキシン類の測定が必要であるというような結果でございまし

た。 

 以上が一覧表にまとめた検討結果でございます。 

 次に、３ページの地下水に関する調査結果と今後の調査項目（案）につき

まして、前のパワーポイントでご説明させていただきたいと思います。 

 これは、模式的に現在推定している地下水の構造でございます。これが３

ページに表した上の分でございまして、現在、これまでの調査の中では、地

層は恐らくこういう構造になっているであろうと見ております。 

 Ks2 がここに書いてございますが、Ks3、それから Ks1 層ということで、こ

こから細い線、帯水層が延びてきております。ただ、これがどの辺りでどう

なっているのかというのがよくわからない。この辺りを測定しますと、Ks2

層と Ks1 層が一緒になっているようであるというふうなこともございまし

て、この辺りの地層構造については後ほど説明させていただきたいんですが、

よくわからない場所になっております。 

 その間に水色で描いた粘土層が入り込んでいるわけでございますが、この

粘土層も、どの辺りまで粘土層があるかというのは、あくまでも現在の推定

でございます。 

 もう１つ、Ks0 層というのが④のすぐ横に書いてございます。ここは、火

山灰層からまだ約 40ｍ下にございまして、先ほどの結論の中では、ここまで

は汚染されていないだろうといったような検討結果をいただいたところでご

ざいます。 

 それから、この位置でございますが、この辺りまでが最終処分場でござい

ます。この辺りが経堂池の上流ということで、ここに書いてあるとおりでご

ざいます。経堂池の下流はこの辺りでございます。 

 下の現時点で確認されている事項ということで、わかっていることといた

しましては、埋立処分場の下の方にたまっている浸透水から有害物質が検出

されていることが１つ、それから Ks2 層、この黄色い位置でございますが、

ここの地下水層は有害物が検出されているということがございます。 
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 そういったことを踏まえまして、地下水の汚染原因、汚染機構の検討事項

ということで、まず①というのは、この①と対応しているわけでございます

けれども、浸透水が Ks2 層へ流入し汚染されている。ここに粘土層があるこ

とになっているんですが、この粘土層が本当にあるのかどうか、そういった

部分につきましてはあくまでも推定でございますので、もしも無いなら、浸

透水が Ks2 層に入り込んでいるということは十分考えられるだろうというこ

とで、浸透水の Ks2 への直接流入、それから Ks2 層の地下水質と地下水の流

向を併せて確認したいと思っております。 

 それから、②でございます。この下の線ですが、Ks1 層の地下水の問題で

ございます。浸透水が Ks1 層へ流入しているかどうかというのは、先ほどお

話しさせていただいたとおり不明でございます。Ks2 層と Ks1 層を隔ててい

る Kc2、この粘土ですが、どこまでつながっているかよくわからない。これ

はここまでにしてあるんですが、ひょっとしたらこの辺りかもしれないし、

もう少し行っているかもしれない。この連続性が不明であり、こういったこ

とをまず確認する必要があるだろう。それから、Kc3 層の連続性と Ks2 層の

地下水流向によっては、Ks1 層が汚染されている可能性があり、その汚染の

有無を確認する必要があるということでございます。②のあたりの浸透水が、

こういう経路をたどるかもしれないし、またここで一緒になっていれば、Ks2

層に入った上で、こういう汚染も考えられるのではないかということでござ

います。 

 ③といたしましては、有害物質の自然由来の可能性ということで、これは

先ほど申し上げたとおりでございます。 

 ④は、この位置でございますが、処分場由来の汚染はない地層として判断

できる。したがって、今後の調査対象から除いていきたいと思っております。 

 そういったものを踏まえまして、調査項目の方でございますが、調査事項

として、まず地下水の流向、各帯水層の連続性を確認する必要があるという

ことで、これについてはボーリング調査で確認することかなと。それから、

処分場全域での各帯水層の地下水流向を確認していきたいと思っています。 

 ２番目といたしまして、地下水の水質も確認する必要がある。Ks2 層は汚

染されているということでございますが、Ks1 層の水質についても確認して

いきたいということでございます。 

 それから、粘土層の遮水性ということで、あくまでも帯水層を隔てるよう

な形でそれぞれ粘土層が入っているわけでございますが、そういった粘土層

がどこまで連続しているか、その遮水性能がどの程度あるのかといったこと

も、ボーリング調査なり室内透水試験でやる必要があるだろうと見ておりま

す。 

 それから、自然由来の可能性につきましては、文献、資料による事例検討、

それからもう１つは、汚染されていないと言われるところでもヒ素とフッ素

が検出されているということも一つの示唆する内容ではないかと見ておりま

す。 
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 次に、４ページの地質構造に関する内容を説明させていただきます。地下

水と地質構造というのは当然関連してまいりますので、切り口が若干違うと

いうことかなと見ています。 

 下の方に、現時点で確認されている事項ということで、帯水層は４層－－

下より Ks0 層、Ks1 層、Ks2 層、この辺りから Ks3 層ということで、４層が存

在しております。さらにその上に、経堂池の関係だと思うんですが、ここに

沖積層ということで、軟弱な地層がある部分がございます。こういったもの

が存在しているということです。 

 それから、ある時期に降り積もった火山灰層がこの辺りで確認されている。

ただ、すべての地点で確認されているわけではございませんので、その辺り

については確認する必要があるだろうということでございます。 

 それから、地層は緩やかに北西方面に傾斜しているということで、断面線

の位置図を見ていただきますと、下の方に地層傾斜方向、北西方向と書いて

ございます。その矢印の方向に約２～10 度、大きくはそういった傾斜をして

いるだろうということでございます。ただ、地層でございますので、局所的

にはどういう流れであるかといったことについてはわかっておりません。 

 検討事項といたしましては、あくまでもこれは現在の推定地質断面でござ

いますので、全体の地質構造を明らかにするということで、各帯水層の連続

性が確認できていない。それから、火山灰層が同一のものかどうか。違う火

山灰層を見比べて同じ層というわけにはまいりませんので、そういったもの

が同一のものかどうか確認されていないため、地層の積み重なりが確定され

ていない。それから、難透水層としての各粘土層の連続性と遮水性というこ

とで、これは先ほども説明させていただいたとおりでございます。 

 ということで、今後の調査項目といたしましては、まず帯水層の連続性を

確認するということが必要ではないか。処分場を中心としたこの周辺全体に

ついての統一的な地層区分をまず明らかにするということで、地層の連続性

の検証、これについては、コア観察を行って、必要に応じて火山灰分析や微

化石分析、粒度分析などを行いたいと思っております。 

 それから、基本となる地質構造といたしましては、処分場全体の地質構造

の検証ということで、これまでのボーリング位置等を考慮しながら、新たな

ボーリング位置を選定して調査していきたい。火山灰層を鍵層とした層序、

地質構造を組み立てていきたいということで、この付近での地層を三次元的

なものとして構築して、どの場所でどのような汚染のメカニズム－－そこま

でいけるかどうかはわかりませんが、そういったものを大まかな形でもつか

めればと考えております。 

 それから、粘土層の遮水性ということで、あくまでも帯水層を分けている

のは粘土層でございますので、そういったものの連続性と遮水性についても

確認していきたいと考えているところでございます。 

 以上、現状評価と課題の整理ということでまとめさせていただきました。

また、それを踏まえた形での調査項目についても出させていただいたところ
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でございます。具体的な調査項目につきましては、次の追加調査の実施につ

いてでご説明させていただきたいと思っております。 

 ○岡村委員 

長 

はい、ありがとうございました。後の廃棄物状況調査について触れられる

ところは、そこでまたご議論いただくこととして、その部分を除きまして、

ただいま事務局から説明を受けたことについてご意見、ご質問がありました

らお願いいたします。 

 ○早川委員 ２点ありますが、別々の案件なので分けて、まず１点目から質問させてい

ただきたいと思います。 

１つは、２ページの廃棄物の種類・性状のところです。現時点での調査結

果から確認・推定される事項の中に「安定品目以外の廃棄物は認められなか

った」と書いてありますが、これは事実と異なるのではないかと思います。

これまで改善命令のときに違法物が見つかって、それは県も認めた上で場外

に撤去されているかと思いますので、これは明らかな間違いです。 

 ちなみに、平成 14 年、高アルカリ水の調査の際に住民側が発見した廃棄物

の資料が今手元にありますので、読み上げさせていただきます。全部で 12

項目になっています。１、コンガラ－－コンクリートガラ、アスファルト片、

れんが、屋根瓦。２、コンクリートよりも軟らかく、ある程度の硬さのある

セメントを流し込んだようなもの。３、ビニールシート（大きなまま）、金・

銀色フィルム（長い筒に巻いたまま）、塩ビパイプ（直径 10～12cm、長さ最

大３ｍ）、塩ビホース（直径 10cm、長さ最大４ｍ）、塩ビ波板、雨どい、水道

パイプ、排水パイプ。４、鉄筋各種（長さ２ｍ以上もある）、ブリキ片、アル

ミ材、ブリキ一斗缶、ドラム缶片、水道管、電線、ワイヤ、ほとんど腐食し

たブリキ缶、つぶされたドラム缶の腐食したもの、何かの機械（中身は油が

ついていて全くさびていない）。５、丸太材、丸太杭、角材、ベニヤ板、枠材、

木くず、合板材。６、繊維くず、羊毛カーペット（そのままの状態）、化繊カ

ーペット（そのままの状態）、断熱材、ウエス類、衣類。７、燃え殻（ベニヤ

板らしきもの）。８、芳香剤（大きな袋にいっぱい入っている）。９、接着剤

の塊。10、タイヤ（ホイール装着のものもあり）。11、ゴムシート。12、石こ

うボード、石綿材。こういったものが住民の証言で記録されています。 

 今申し上げた中には、当然ながら違法物はあると思います。まずそれを認

めていただきたいのと、それから今後の調査にかかわる話ですが、排出者責

任を追及する際に、化学分析ではなくて、何がここにあるのかという性状そ

のものですね。化学的なものではなくて、物として把握する必要があると思

いますので、その部分を今後の調査項目の中で加えるべきだと私は考えます

が、いかがでしょうか。これが１点目です。 

 ○中村室長 お答えさせていただきます。 

廃棄物の一番左の現時点での調査結果から確認・推定される事項、ご指摘

のとおり、「安定品目以外の廃棄物は認められなかった」、これはそうではな

いと私も思います。木くず、金属くず等が検出されたのは、そのとおりかと

思っております。 
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 もう１つ、廃棄物の具体的な調査につきましては、後ほどの資料３の方で

ご説明させていただきたいと思っておりますので、今後の廃棄物調査につき

ましては、申しわけございませんが、資料３の方であわせてどういう調査を

行うかということで説明させていただきたい。具体的に申し上げますと、溶

出試験とか含有試験だけではなしに、廃棄物そのものがどんなものであるか

といったようなこともあわせて調査していきたいと思っておりますので、そ

こで説明させていただきたいと思います。 

 ○早川委員 ２点目は、焼却炉の問題に関してです。 

同じ２ページの焼却炉のところの真ん中、専門部会での検討事項の中に、

まず「地下浸透などの可能性は低いと考えられるが部会意見としては保留し

たい」、それから「焼却炉の老朽化による倒壊が心配である」と書いてありま

すが、その後の検討結果と今後の調査項目の内容が極めて曖昧です。私は、

専門部会を傍聴しておりましたけれども、地下水調査を優先させるんだと、

焼却炉問題はペンディングにするんだというような結論ではなかったかと聞

いていて感じました。これは、地域住民としては大変不安を抱かされる結論

です。何もしないということは、安全だと言っていることになるわけですけ

れども、安全ではないけれども何もしないというのは困ります。その辺はど

うなんでしょうか、教えてください。 

 ○中村室長 焼却炉につきましては、先ほどの説明の中でも申し上げたとおり、周辺住

民の方々から、倒壊の危険性、そういったときにいろんなものが飛散するの

ではないかといった不安を訴えておられるということは十分承知しておりま

す。今回、このＲＤ処分場の対策全体を考える中で、焼却炉につきましても

その対策の一つとして考えていくべきであるということは従来どおり変わっ

ておりません。ただ、やれることからやっていくというようなことの中で、

現在地下水がいろいろ周辺への影響を及ぼしているということから、そうい

った形での説明をさせていただいたということでございまして、決して焼却

炉をないがしろにとかいうようなことではございませんで、それも当然のこ

とながら対策の中で考えていくべきものだと考えております。 

 ○早川委員 やれることからやっていくのは間違いだと思います。危険なものから手を

つけるべきです。何が一番、今住民に危険を与えているのか、それをこの対

策委員会でしっかり議論して、優先順位をつけるべきです。行政の論理で、

やれることは何かという論理で対策が進められるのは大きな間違いだと私は

考えます。 

 ○中村室長 それにつきましては、こちらの方で検討させていただきます。 

 ○當座委員 今の旧焼却炉の問題なんですけれども、委員提出資料⑤の方にも旧焼却炉

という形でちょっと書かせていただいています。老朽化による倒壊のおそれ

があるということと、倒壊によりダイオキシン類が周辺環境に飛散すること

によって農業用水の水源－－経堂池が汚染されるおそれがあるという部分で

は、生活環境保全上の支障があるというようにこの委員会としてきちっと位

置づけていただいて、炉を解体するということを決めていただきたいと思っ
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ています。解体するためにどういうふうな事前の調査が必要かという部分で

は、ここに挙げられているダイオキシン類の分析なり状況調査というものが、

具体的にどういうことが必要かということを出していただけたらありがたい

と思います。 

 ○中村室長 焼却炉につきましては、いずれにいたしましても、例えば解体するにいた

しましても、その中がどういう状況であるのかといったことは当然調べる必

要があると考えておりますので、今回お示しさせていただいた焼却炉につき

ましても、その内部のダイオキシン類についての測定を行っていきたいとい

う形でまとめさせていただいたということでございます。 

 ○早川委員 周辺の土壌の安全性はいかがなんでしょうか。 

 ○中村室長 以前、何年か前ですが、ＲＤ処分場の表層についてはダイオキシン類につ

いて調査されたとも聞いております。今回、焼却炉のばいじん等を測定する

中で、それも必要に応じて検討させていただきたいと思います。 

 ○早川委員 再度申し上げます。地下水の調査が既定路線のように書かれていますけれ

ども、この対策委員会でどういう調査、どういう対策をするのかをしっかり

議論すべきだと思います。優先順位をどういうようにつけるのか、そのとき

にどういうような基準をそこに立てるのか、この対策委員会でしっかり議論

した上で調査に取りかかるべきだと私は考えています。その点、地下水調査

の方はもう決まっているんだというようなことのないように、よろしくお願

いいたします。 

 ○中村室長 わかりました。 

 ○池田委員 後ほどの調査の詳細のところでご説明いただけるのかもしれないんですけ

れども、今の資料１の中では、汚染物質が比較的重金属類とダイオキシン類

に絞られているような感じでしたので、もう少し有機物というものにターゲ

ットを絞った検討がなされてもいいのではないかと思います。以前の硫化水

素のときは、石こうボードというのが明示的に汚染源として示されたようで

すけれども、資料を見てみますと、いろんな医療系のものとかもあったり、

安定型には本来持ち込めない有機物が多量に不法に投棄された経過もあるよ

うですので、有機物がどこにどのように埋まっているのかというのもある程

度想定した調査を行わないと、後でまたそれがガスの原因になったり異臭の

原因になったりするということも考えられると思いますので、もう少し有機

的なものに着目した検討が必要ではないかと思います。 

 ○中村室長 以前調査させていただいたときに、有機物の一つの指標として、いわゆる

廃棄物の強熱減量といったような項目で調査した事例がございます。あくま

でもこれまでの掘削でございますが、有機物がそのまま検出されたというこ

とは今まで経験していないということもございます。今回、廃棄物の調査の

中では、先生ご指摘の有機物に関する調査も必要に応じて検討していきたい

と思います。 

 ○池田委員 今、早川先生の方からご指摘のあった焼却炉の解体に関してですけれども、

滋賀県には、解体あるいは撤去にかかわる調査の要綱というようなものは今



 12

現在定められているんでしょうか。 

 ○中村室長 定めておりません。 

 ○池田委員 関東では、東京、神奈川、川崎、横浜、横須賀、相模原といったところで、

焼却炉の解体、撤去に伴ってどのような調査をどのように行うかというのは、

そこで作業する方たちの健康、労働安全とは別に、周辺住民の住居と接して

いる部分も多いわけですから、そのためのどういう調査が必要かということ

を定めて、要綱化していたり条例、指針化しておりますので、厚生労働省の

労働安全基準との関連とは別に、自治体の要綱とかそういうものもぜひご覧

になっておいたらいかがでしょうか。 

 ○中村室長 そのあたりも十分調査して検討させていただきます。 

 ○當座委員 浸透水のことに関して、専門部会の方でも検討していただいて、全量分析

とろ過後の分析ともに行うというようなことでお話がなされていたわけです

けれども、分析をした後の評価に関して、浸透水をろ過して、何で評価され

るのかというのが私は疑問なんですけれども、廃掃法の中に浸透水に関して

うたわれている中で、ろ過して評価しなさいということがあるんでしょうか、

お尋ねいたします。 

 ○中村室長 ここで全量分析とろ過後の分析を行うというのは、先ほど来申し上げてお

ります浸透水がどういった形で地下水に入っていくかとか、地下水がどうい

う状況であるのか、検出したときに溶存態、流れてきたものなのかどうか、

いわゆる科学的といいますか、そういったメカニズム等について検討してい

くということを目的の一つと考えておりますので、廃棄物処理法等の中での

浸透水の基準等につきましては、今委員のおっしゃるような形での部分につ

いて、ここに書かせていただいた内容とはちょっと違う観点での整理の仕方

になるのかなと思っています。おっしゃるとおり、浸透水については、ろ過

といったようなことはございませんので、全量で判断していくということに

なろうかと思います。 

 ○當座委員 浸透水に関しては全量で評価していただきたいですし、私はろ過する必要

はないと思っています。雨水が廃棄物に浸透する中で出てきた水の中に何が

含まれているのか、有害なものがあるのかないのか、それが地下水に入った

ときに、地下水の中で溶存態であるのかないのかというのはわかりますけれ

ども、浸透水でそこまでする必要は私はないように思っています。だから、

浸透水に関しては全量だけでいいと思いますし、地下水に関しても基本的に

は全量で、ＳＳ分なりをろ過するということに関しては参考として見ていた

だいたらいいんじゃないかと思います。 

 ○池田委員 ２ページの下から２つ目の埋立廃棄物のドラム缶の枠の一番右で、ピンク

のところですけれども、土壌分析（溶出量、含有量）とありますが、これは

土壌環境基準的なＶＯＣから金属から全部含むものという意味でしょうか、

それとも油に関してということでしょうか。油についても、溶出の油と含有

の油、赤外分析法による含有の油の試験法がありますし、いろいろあるので、

土壌の環境基準あるいは土対法の基準など、今までもさんざんやられている
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ので、この油に的を絞った分析も必要ではないかと思います。 

 ○中村室長 １つは當座委員の方からの分ですが、先ほど申し上げたとおり、浸透水が

地下水に流れ込んでいるかもしれないといったような意味合いで、ＳＳ分を

含んだ形で粘土層を通過するというのはなかなか判断しにくいこともござい

ますので、水の流れといいますか、汚染の経路といいますか、そういった面

ではろ過したものについての評価も必要であろうと考えております。 

 もう１つ、池田委員の方からございました今後の調査項目の土壌分析の溶

出量、含有量につきましては、今現在こういった項目での評価をしていきた

いと考えておりまして、汚染状況につきましては、明らかに油汚染というの

は現状我々も見届けておりますし、そういった部分については最低限やって

いかなければならない分析項目だと考えております。それ以外の項目につき

ましては、今後さらに検討を加えた上で判断していきたいと思っています。 

 ○池田委員 土壌の含有の評価ですけれども、土対法で定められていますよね。でも、

あれは表記としては含有基準というふうになっていますけれども、試験法は

あくまで溶出ですので、あれによって含有試験をしたとは全く言い切れない。

もう少し国際標準的なＥＰＡの方法とか、本当の意味での酸性雨とかそうい

った自然状況の中での金属の溶出に耐え得る試験をやらないと、土対法の含

有試験では全く意味がないと思いますので、その辺も考慮された方がいいと

思います。 

 ○中村室長 今申し上げたとおり、この中身につきましては、詳細な部分についてはま

だ決めておりませんので、検討の段階で考えさせていただきたいと思います。 

 ○當座委員 ２ページの地質構造のところで、地質の粘土層の連続性を確認していただ

くということで、これはこれでしていただいたらいいと思うんですけれども、

処分場には大きな穴があけられていて、わかっているだけで平成 10 年のとき

の穴と平成３年にあけられた大きな穴があるわけですけれども、それ以外に

も掘られた穴があるという証言もあるわけです。ボーリングしていただく中

で、人為的に掘られた穴によってその連続性が破壊されているということも

あり得ると思うんですけれども、そこら辺はどんなふうに確認していったら

いいんでしょうか。 

 ○中村室長 ここに示させていただきましたのは、あくまでも自然的な状態においての

地層の連続性についてまず調査する必要があるだろうと思っています。そう

いった意味で、委員ご指摘の意図的にどこどこにこういった穴といったもの

につきましては、できるだけ情報を収集しながら、可能な限りそういった部

分についての調査も別途考えていく必要はあるかと思いますけれども、ここ

での地質構造につきましては、あくまでも自然的な状況についての確認をま

ずきちっとしたいという意味でございます。 

 ○當座委員 その下のガスのところで、孔内ガスの調査をされるということで項目を挙

げてくださっています。このガスの測定に関しては、深度ごとにきちっとは

かっていただけるということなんでしょうか。 

 ○中村室長 これにつきましては、後ほどの資料３の廃棄物状況調査の中で説明申し上
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げることかもしれないんですが、平成 17 年度に実施いたしました３ｍごとに

ガスを測定するといった方法をここで採用してはどうかということは、資料

３の方で後ほどご提案させていただきたいと思っています。 

 ○早川委員 前回も申し上げたことなんですけれども、今中村さんがおっしゃったよう

に、これは自然対象のこれまでの調査の結果と今後の対応方針が出ているわ

けですけれども、社会的な調査結果の報告は今後あるんでしょうか。つまり、

元従業員に対する聞き取り調査なり、あるいはＲＤ社がどこの企業と取引が

あったのかとか、そういった問題に対する整理というのは今後あるというよ

うに考えてよろしいんでしょうか。 

 ○中村室長 社会学的な問題につきましては、私どもの方でどういった資料をご用意さ

せていただいたらいいのか若干戸惑っている部分もございますので、具体的

にこういった資料をというようなご指摘がございましたら、可能な限り調整

したいと考えております。ただ、いわゆる個人情報にかかわる内容とかいっ

たような部分につきましては、若干ご用意できない部分があるかもしれませ

んが、可能な限り準備させていただきたいと思っております。 

 ○當座委員 浸透水のところに、処分場内は廃棄物処理法に定める基準で行い、処分場

周辺及び処分場の底部の地盤、地下水の環境は環境基準等関係法令に定める

基準で評価するというように書いてくださっていて、処分場の中は廃掃法で

見ていただいたらいいと思います。地下水に関しては、廃掃法の廃止基準と

いうものがありますし、環境基本法の地下水の水質に係る環境基準というも

ので評価していただけたらいいなと思っています。 

 ○中村室長 ご指摘の内容につきましては、最終的な廃止の基準を満たすということが

埋立処分場の満たすべき最終段階というように考えておりますので、当然の

ことながら、廃止の基準を満たすような方向での対応といいますか対策とい

いますか、そういったものは念頭に置いた上でやっていくべきだと思ってい

ます。 

 ○岡村委員 

長 

最終的にどういう対策をとるかはまだこれから検討するところであります

し、また調査の問題についてもこの後説明を受けますので、特にこの段階で

というご質問がなければ……。ございますでしょうか。 

 ○當座委員 質問ではないんですけれども、廃棄物のところにも係ってくるかもしれま

せんが、浸透水、地下水の分析の項目に関してちょっとお願いしたいと思っ

ていることがあります。以前いただいた資料の中で、産廃特措法に基づく特

定支障除去等事業における評価基準の対比という資料をいただいていまし

て、山梨県の方で、生活環境保全上の支障において、処分場からの浸出水に

よる水質汚濁（ビスフェノールＡ）のおそれがありますということで挙げら

れているのを読ませていただいて、栗東市の方ではビスフェノールＡを分析

していただいている井戸が幾つかあるんですけれども、今回の追加調査にお

いても浸透水、地下水でビスフェノールＡを分析していただきたいですし、

今行っていただいている浸透水、地下水のモニタリングにおいてもビスフェ

ノールＡを項目として１つ挙げていただきたいと思います。 
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 ○中村室長 地下水の環境基準とか、この中でいきますと安定型処分場での浸透水の基

準とか、いわゆる基準で定まっている分につきましては、評価の仕方といい

ますか、そのあたりもきちっとでき上がっているということだろうと思いま

す。ただ、委員ご指摘のビスフェノールＡにつきましては、国全体の中でも、

今のところ評価の基準といいますか、それがどの程度であれば問題なのか、

どういった状況でどういうことでといったようなものも含めまして、現時点

で県として評価する基準を持ち合わせていないということもございまして、

現段階では何とも申し上げようがないということになるのかなと思っており

ます。 

 ○當座委員 山梨県の方ではこれはどういうふうに評価されたのか、ご存じでしたら教

えていただけますでしょうか。 

 ○中村室長 現時点で手元に資料がございませんので、そのあたりにつきましては存じ

上げておりません。 

 ○當座委員 基準がないということは知っているんですけれども、ビスフェノールＡが

出てくるというのは、処分場に当然廃プラスチックが埋められているので、

そこから出てきている。自然由来でないという部分では、処分場由来のもの

だと思うんですけれども、周辺の地下水なり浸透水で調べていただいて、処

分場にあるものがどれだけ地下水の方へ出ていっているのかという一つの指

標になるとも思いますし、基準がないから調べないじゃなくて、そこはきち

っと調べていただきたいと思います。 

 ○中村室長 現段階ではご意見としてお伺いさせていただきます。 

 ○岡村委員 

長 

具体的な調査の問題は午後からまた取り扱いたいと思いますので、細かい

点についてはご異議もあるかと思いますけれども、おおむね現状評価と課題

の整理についてはこれで了とするということにしたいと思います。それでよ

ろしいでしょうか－－。 

（ 「 異 議 な し 」 ） 

 では、そのように取り扱わせていただきます。 

 正午を過ぎましたので、一旦ここで休憩をとりまして、再開は午後１時か

らということにいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  （ 休 憩 ） 

 

 

（２） 

追加調査 

○岡村委員 

長 

一部の委員がお戻りではないかもしれませんけれども、予告いたしました

時間になりましたので、委員会を再開いたします。 

 次は、議題（２）の追加調査の実施についてであります。まず、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

の実施に

ついて 

○中村室長 それでは、資料２の追加調査の実施について説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、今後の追加調査についてでございますが、この委員会では、当初知

事のあいさつにもありましたけれども、この秋までに効果的で合理的な対応

策をまとめていただきたいということでお願いしております。対応策の検討

に際しましては、後ほどご説明させていただきます廃棄物の状況調査とか地
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下水調査、そういった調査結果に基づき検討するということが当然必要にな

ってくるわけでございます。今後実施いたしますこれらの調査につきまして

は、可能な限り早い時期、例えば夏ごろまでには調査結果が整った上でやっ

ていきたいと。ご指摘があるかもしれませんが、できるだけ早い時点から調

査をやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２の具体的な追加調査につきまして、谷本の方からご説明

させていただきます。 

 ○谷本主査 最終処分場特別対策室の谷本です。よろしくお願いします。 

 まず、１ページ目でございます。処分場の現況測量計画図という図面がお

手元の方にもあると思います。 

 現在お手元にあります平面図につきましては、平成 15 年１月に測量したも

のを使用しております。平成 15 年 12 月から平成 16 年３月までの北尾側の法

面後退工事、平成 16 年 11 月から平成 17 年６月までの深掘り箇所是正工事に

よりまして、こちらの図面の緑色の部分が大きく改善された状態になって現

在に至っております。このことによりまして、現況地形を把握して、実際埋

め立てられた廃棄物の量を確認することを目的として測量をしたいと考えて

おります。測量内容につきましては、基準点測量 15 地点、平板測量 0.021km2、

中心線測量 300ｍ、縦断測量 300ｍ、横断測量 300ｍという形で考えておりま

す。 

 こちらで図面で言いますと、この部分が大きく改善された区域でございま

す。こちらの部分につきましては、現況が法面整形されて覆土された状態に

ありますので、この図面と違いますので、測量を実施したい。あわせまして、

この１本の線が縦断測量という形で、現況の地形をもう一度把握したい。そ

れに直交する形でそれぞれ横断測量をしまして、また地形を確認する。そし

て、今後行う廃棄物調査によって現地盤と廃棄物の境が明らかになりますの

で、実際に埋め立てられた廃棄物量がわかるというふうな形を考えておりま

す。 

 引き続き、地下水調査についてご説明させていただきます。 

 地下水の流向を確認する目的でボーリングするポイントを示しておりま

す。地下水の流向は、旧地形や対象となる地層の勾配、水頭等の影響を受け

るため、地形や帯水層の状況を考慮してポイントを選びました。旧鴨ヶ池に

は２つの谷筋がありまして、谷筋の鴨ヶ池への流入口、こちらですけれども、

２－１と２－２というポイントにボーリングを打ちたい。また、それぞれの

上流側の１－２と４－１というポイントでボーリングを打ちたいと考えてお

ります。また、処分場外からの地下水がどのように流入してくるのか、もし

くは流出するのかという観点から、処分場の周縁につきまして、３－１、１

－１、４－２、３－２というボーリングを打ちたいと考えております。 

 大きな谷が２本ありまして、鴨ヶ池の流入部のこのポイントとこのポイン

トにまず打ちます。そして、こちらの谷筋を上がったこのポイントで１カ所

打ち、この谷筋を上がったポイントでもう１カ所打つという感じです。それ
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と、処分場全体を取り囲むような形で、このポイントにボーリングを打つ。

なお、３－１につきましては、部会の方でも話がありましたし、委員会の方

でもありましたけれども、今現在県 No.３は Ks1、Ks2 の２つの帯水層をとっ

ておりますので、そのかわりに違うポイントでもう一度水を確認したい。そ

れと、４－２につきましても、県 No.２の代替という形で、ここに１ポイン

ト打たせていただいて、Ks2 帯水層の水をもう一度確認したいと考えており

ます。あと、それぞれ外周部に何カ所か、それと真ん中につきましても１点

ボーリングを打ちたいと考えております。 

 次に、３ページ目ですけれども、地質構造を確認する調査ということで現

在考えております。こちらにつきましては、３ページ目の左下端に調査地点

の大き目の位置図を入れているんですけれども、まずその図面で測線を説明

させていただきます。 

 経堂池下流にある市 No.３、市 No.７、また経堂池上流にある市 No.１を通

りまして、処分場全体の長辺、長手方向に当たる中央部を通る測線を測線１

という形で決めさせていただきます。これは、過去から想定断面図等で用い

ている測線と考えていただければ結構です。 

 この測線に直交いたしまして、それぞれ既設のボーリングを通る測線を測

線３、測線４という形で設定させていただく。それと、鴨ヶ池の入り口部分

の２－１と２－２のボーリングポイントを通る測線を測線２と決めさせてい

ただく。これによりまして、長辺の測線に対して直角方向にそれぞれ断面を

切ることができまして、地質構造がおおむね明らかになるのではないかと考

えております。 

 なお、経堂池上流につきましては、既往のボーリングの市 No.10、市 No.

１、県 No.９を通る測線を委員会資料の中でつけさせていただいております

けれども、この測線を用いまして、処分場全体の大きな測線１に対する断面

方向がおおむねすべて切れると考えております。 

 次に、４ページ目から、全体のボーリングをした中でどのような項目を行

っていくかということの説明がなされております。 

 目的につきましては、今申しました目的でボーリング調査を行わせていた

だきたい。それぞれのボーリングにつきまして、各帯水層から地下水がとれ

ますので、水質分析を Ks1、Ks2 の水に対して行いたいと考えております。な

お、透水試験とか物理試験、火山灰分析、微化石分析につきましては、地層

の構造が不明瞭であるとか、そういう場合に必要に応じて実施させていただ

きたいと考えております。 

 なお、水質分析につきましては、周辺の地下水の過去からの分析で１度で

も検出されたものを分析対象として現在のところ考えさせていただいており

ます。地下水の分析につきましては、全量分析はシス－1,2－ジクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム、

総水銀、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、pH、ＣＯＤ、ＳＳ、電気伝導率、ダイ

オキシン類、以上 15 項目を考えております。ろ過後分析につきましては、主
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に重金属類、カドミウム、総水銀、鉛、ヒ素、ダイオキシン類、以上５項目

で分析を行いまして、今後このデータを用いて評価をしていきたいと考えて

おります。 

 なお、５ページ目に補足説明があるんですけれども、こちらにつきまして

は、今後ボーリングを行う上でそれぞれの物理試験等をどのような考えで行

うかということについて整理させていただいておりまして、処分場内で廃棄

物がある場合には、ボーリングは廃棄物調査も兼ねて行います。調査孔は、

すべて観測井として仕上げまして、対象とする帯水層は Ks1 もしくは Ks2 層

にそれぞれ分けて観測井を設けたいと思っております。室内透水試験につき

ましては、粘性土層の遮水性を把握することを目的といたしまして、必要に

応じて行いたい。物理試験につきましては、項目として土粒子の密度、含水、

粒度試験を考えておりますけれども、ボーリングコアを観察しただけでは連

続性が判断できない場合にそれぞれの試験を行いまして、その試験結果の値

をもって地層の評価をしていきたいと考えております。火山灰分析、微化石

分析につきましても同様で、コア分析だけでは地層構造について判断できな

い場合に、必要に応じて実施させていただきたいと思っております。なお、

栗東市の方で市 No.９付近に Ks1 層を対象とした観測井を設けるということ

をお聞きしておりますので、県 No.３に対応する３－１というボーリングに

つきましては、Ks2 層を対象とした井戸という形のつくり込みにしたいと考

えております。 

 次に、地下水流向測定の方法ですけれども、全体といたしましては７ペー

ジが一つのフローになっておりますので、こちらの方を説明させていただき

まして、６ページの図面はパワーポイントで説明させていただきたいと考え

ております。 

 基本的に地下水の流向につきましては、まず既設井戸が周辺にございます

ので、既設井戸を用いて一斉測水、これは水位をはかるということで、全体

のある一定時期に地下水の水位を同時に観測します。そのデータを用いまし

て、大まかな水の流れをまずつかんでいく。その後、既設観測井で孔内流向

測定を行いたいと考えております。これは、測定条件を満たしている井戸で

孔内流向測定を行うということで、現在１つの観測井で流向がはかれる装置

がございますので、それを用いてはかりたいと考えておりますが、測定機器

等によってははかれない場合がありますので、その辺につきましては、こち

らの方で適切な機械を用いてはかりたい。ただ、条件が満足しない場合には

はかれない可能性も出てくると考えております。 

 以上、①、②の結果をもちまして新しい井戸を設置するわけですけれども、

この部分につきましては結果を見て、その結果から適切であると考えられる

部分に井戸を打ちたいと考えております。といいますのも、例えば問題にな

っている県 No.３でいきますと、地下水の流向が非常にややこしくなってい

る可能性がありますので、その辺につきましては、まず①、②の結果を用い

てもう一度検討させていただいた中で、設置箇所等を吟味してボーリングを



 19

打ちたいと考えております。なお、ボーリングを打つときに、そのボーリン

グ孔を用いてもう一度孔内の流向測定を行いたいと考えております。 

 そこで、そのポイントでの流向がわかるわけですけれども、その部分は局

所的な地下水である可能性もありますので、そのようなことを考えまして、

新しく設置した観測井及び今現在設置されている観測井を用いてもう一度一

斉測水を行う。これだけの試験を行った後に、全体としてもう一度地下水の

流向の総合評価を行いまして、地下水の流れをきっちり把握していくという

ふうな考えで地下水の流向調査を行いたいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 ○岡村委員 

長 

ただいまの追加調査の実施についてご意見、ご質問がございましたらお願

いいたします。 

 ○早川委員 ２点あります。 

 １点目は、新聞報道等で、来年度の予算がこの案件に関して幾らついたと

報道されているのを知っていますけれども、その件についてご説明いただけ

ないでしょうか。つまり、ボーリング調査等で、たしか私の記憶だと１億 5,000

万ぐらいだったか、報道されていたと思いますが、その拘束力はどの程度あ

るんでしょうか。つまり、ボーリング調査でそれだけのお金を使うというこ

とは決定済みのことなんでしょうか。 

 ○上田技監 県議会で、来年度の予算及び今年度委員会が発足して追加調査をやります

のに補正予算をお願い申し上げまして、審議で議決をいただいた額がござい

ます。今年度の予算としては、委員会の発足のときに調査費として 2,000 万

をお願い申し上げている部分がございます。それにつきましては、今年度執

行が難しいということから繰り越しをさせていただいておりますので、来年

度この委員会でご承認いただいた部分としてそれを使っていきたい。それか

ら、来年度分の予算として１億円のお金を議決いただいております。これは、

追加調査にすべて割くことになるということではなくて、ここの対策委員会

で今後の対策に係るいろいろな調査が必要だということで、我々としてはこ

の程度のものが要るだろうというような説明を申し上げたということでござ

います。ボーリングに使うということばかりではなくて、全体として合理的

で妥当な対応策を立てるに当たって必要な調査の諸経費ということで、１億

円をとりあえず計上し、議決をいただいたという状況でございます。 

 ○早川委員 とすると、合わせて１億 2,000 万、そのうち使っているものも幾らか我々

の手当等でありますでしょうから、１億円ぐらいの使い道をここで議論する

と考えてよろしいんでしょうか。 

 ○上田技監 まだこの委員会として我々がやります調査についてご審議途中でございま

すので、１億 2,000 万がご審議対象になると考えていただいてよいかと思い

ます。 

 ○早川委員 それを踏まえての２点目の問題なんですけれども、先ほども言いましたよ

うに、我々はこれからここの処分場の調査、対策をしていく上で、どういう

ような価値基準でやっていくのかというところを、先ほどから事務局とのや
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りとりばかりですけれども、内部で詰める必要があるだろうと思います。何

を先にやるのか。たしか前回、伊藤委員だったと思いますけれども、緊急対

策と恒久対策と２つ必要なんだというような発言もありました。緊急にやる

べきことと少し時間をかけてもいいこと、それは何なのかというところをこ

の委員会内部で意思統一する必要があるかと思いますけれども、そういう議

論をしていったらどうでしょうか。 

 ○岡村委員 

長 

それは非常に難しい問題で、今すぐここでとはなかなかいかないんじゃな

いかと思うんですけれども。 

 ○早川委員 これから追加調査をするのに、まずそれを決めなければいけないんじゃな

いですか。それが進まなければ、次の話には行かないと思いますけれども。 

 ○岡村委員 

長 

調査をして、しかる後にどういう対策を立てるかという話になるのではな

いでしょうか。調査の前に対策を決めるというのは、前後が逆ではないかと

私は思うんですけれども。 

 ○早川委員 その調査をする順番というものもあるでしょうということなんです。何を

最初に調査すべきなのかということの議論をしなければいけないでしょう

と。そのためには、この処分場の対策をする上で何が重要なのかということ

を決めて、それから何を先に調査すべきかという話になるわけで、そういう

価値基準の議論をしなければいけないというのは当たり前だと思います。 

 ○岡村委員 

長 

そうすると、今事務局からご提案のあった内容についてはどう取り扱えと

いうふうにおっしゃるんですか。 

 ○早川委員 とりあえずこれは聞いた上で、対策委員会としてどうしましょうかと。こ

れまで、先ほどの現状評価と課題の整理についてというのがありますから、

これが出た上で、じゃあどこから取り組むのかという議論をまずするべきだ

と思います。その上で、先ほどから申し上げているのは、私は危険性が一番

あるものから手をつけるべきだと思っています。その中で、先ほどから言っ

ていますけれども、焼却炉問題がオミットされているということは納得いき

ません。だから、こういう発言になっております。 

 ○岡村委員 

長 

ということは、よく私理解できないんですけれども、具体的にどういう提

案をされるんでしょうか。 

 ○早川委員 では、私からの意見を申し上げさせていただきますけれども、まず地域住

民に対して、何が一番不安のもとになっているのか、そしてどういう具体的

な危険性があるのかという話を最優先すべきだろうと思っています。地下水

問題は、確かに重要ですけれども、すぐさま住民に影響を及ぼすということ

ではありません。焼却炉は、もし能登半島のような地震が起きた場合、倒壊

して周辺の住民に被害が及ぶ可能性があるかもしれません。それから、ダイ

オキシン類が飛散するという不安を日々抱えて暮らしているというのは周辺

住民にとっての事実です。この問題を最優先して私は取り組むべきだと思っ

ています。それをまず解決した後で地下水問題というのが望ましい手順では

ないかというのが私の意見です。 

 ○岡村委員 ということは、現在提案されている追加調査とそれとは齟齬するというこ
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長 とですか。この調査は実施すべきではないと。 

 ○早川委員 いえいえ、そんなことはない。順番の話をしているんです。だから、先ほ

ど来年度１億 2,000 万という話を確認したんです。１億 2,000 万のうち、そ

れをどういう優先順位で使うのかということを考えなければいけないでしょ

うということなんです。やらないと言っているわけではないんです。どうい

う順番で問題を解決していくのかという話をしましょうよということなんで

す。もし焼却炉問題は安全だと、ここは置いておいても大丈夫だとおっしゃ

るんだったら、地下水問題を先にやっても構いません。しかし、先ほどの現

状評価の話の中でも、焼却炉に対する明確な安全性の意見がありませんでし

た。私は素人ですけれども、地域住民として大変不安を感じているのは、あ

の焼却炉の問題です。ですから、そこをはっきりさせていただきたいという

ことが私の意見です。 

 ○岡村委員 

長 

この点、事務局の方いかがでしょうか。あるいは、専門部会の方にお聞き

した方がいいのかもしれませんけれども。 

 ○上田技監 県がＲＤ問題に取り組む一番大きな課題という形で、県は対応方針案とい

うのをつくらせていただき、これに基づいて今回対策委員会を設置し、いろ

んな対応策のご検討をお願い申し上げております。それは、基本的には埋立

処分場から起こる問題を我々としては非常に大きな問題ととらえ、どのよう

な廃棄物が埋められて、どのような環境汚染が起こっているのかを明らかに

し、我々としては生活環境の保全に支障がないように対応策をとらせていた

だきたい、そんなことをやりたいというのが大きな眼目でございます。 

 したがいまして、現在環境汚染として明らかになっている地下水問題に早

急にいろんな対応策が必要だろうというのが基本的な受けとめでございます

し、それのもとになる埋立廃棄物が本当にどうなのかということも早急に突

きとめた上で、必要な対応策が出てくれば、それもやっていく必要が出てく

るだろうと考えておりますけれども、今先生からご指摘ございますように、

あそこの場所には焼却炉が２基ございます。これは、先生方にも現場を見て

いただいてきております。今後、あの処分場全体を管理する中で、どういう

形の管理が一番望ましいのかという施設全体の管理の問題も大きな問題だろ

う、これについてもご議論をお願いしたいというのが私どもの考えでござい

ますけれども、そういう中でいろいろな施設がございます。処分場としても、

例えば処分場の流出防止には安全性をどう考えるのかというのとあわせて、

焼却炉の安全性についてもご議論は一定必要だろうというのが私どもの思い

でございます。 

 そういうことから、我々として焼却炉問題に取り組む思いは持っておりま

すけれども、今まで最終処分場問題を中心にやってきましたことから、実態

として倒壊の危険性、今先生が言われたように安全性の確認が十分できてお

りません。そういうことで、我々としては、調査の必要性があるだろうとい

うことを専門部会には申し上げましたけれども、そこの段階で終わっており

ます。先生方のご議論がございまして、処分場の一角にある焼却炉について
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調査が必要だ、具体的な案を早くつくれという指示に基づいて、我々として

は、きょうの段階では焼却炉については調査計画案を出しておりませんので、

一定そういう結論が出ますれば、これについてはお示しをしたいし、ご検討

をお願いしたいという考えでございます。 

 ○樋口委員 専門部会のときにも、焼却場のダイオキシン類の問題が生活環境保全上の

支障になるかどうかという議論がありました。そのときの議論としては、現

在建屋の中におさまっているということと、焼却灰等を撤去されているとい

うこともあって、先ほど地震というお話がありましたけれども、現状のまま、

例えば解体とか撤去等を行わない限りは、生活環境保全上の支障はすぐに起

こるということはないだろうということで、次のステップで調査をしてもい

いのではないかという議論をしたと思います。 

 ○木村委員 この焼却場の問題につきましては、平成 15 年に改善命令に基づく工事につ

いての地元の協力という要請がございました。そのときに地元から非常に強

く出たのは、そういう見えないところの部分については県の言われるとおり

協力します。しかし、毎日見ている、頭の上にそびえている焼却炉を何とか

取っていただくか、安全な形で対策を講じてもらわないことには、毎日が不

安でかなわないということです。毎回の説明には、協力はするけれども、最

後には焼却炉の安全性についての要望が過去なされてきました。したがいま

して、今こういう追加調査をしていただくのは当然のことでございますけれ

ども、焼却炉についてもあわせて、これの安全な方法での撤去とか、より一

層安全な形での管理というものが具体的に見えるようにしていただきたいと

思います。 

   

 ○岡村委員 

長 

ということで、私個人としては、この追加調査を行えば焼却炉の問題はで

きなくなるというわけでもないわけですから、別にそれを排斥するものでは

ないわけですから、焼却炉については今後とも検討していくということにな

るだろうと思います。そういう点で、この追加調査自体についてはいかがで

すか。 

 ○當座委員 この追加調査は追加調査できょう検討すればいいと思うんですけれども、

今出ている炉の問題は、きょうここに計画が出ていないので、今すぐに議論

できないと思いますし、次の委員会にはどういうふうに調査するのかという

ことをきちっと出していただきたいと思います。地元住民としては、あそこ

の炉を何とかしてほしいということは県に対してずっとお願いしてきた話な

ので、地下水の汚染と同じようにみんなが要望してきたことなんです。ここ

でやっぱりきちっとしていただきたいと私は思っていますし、今、炉が老朽

化しているということで、倒れないように補強みたいなことがなされている

わけで、そこまで老朽化してきている。地震でもあって倒壊してしまったら

本当に大変なことですし、次の委員会には議論できるような形をとっていた

だきたいと思います。 

 ○早川委員 お手元に私の出した本の資料を今日お配りしているんですけれども、その



 23

中で私が書いていることです。生活被害調査を周辺住民の人たちにしていま

す。その結果の声がそこに記載されているんですが、こういう声が地元の人

たちからたくさん聞き取れました。越してきてからずっと砂ぼこりがひどく、

床が黒っぽくなったりする。雨が降った後にからっと晴れると、においがき

つくなる。飼っていた犬が死んだ。毎年夏にひどくなる。洗濯物を外で干せ

ない。植物の葉が変色した。車や植木、雨戸等が黒くなった。車は白が黒に

変わるぐらいで、洗っても落ちなかった。処分場方向の窓が異常に汚れた。

車に白い灰が付着したこともあった。以前から生ごみの腐ったようなにおい

がすることがあった。昼夜問わず重機を動かす音がした。子供が寝つかず困

った等々、いろいろあります。 

 この原因は、あの焼却炉からのばい煙という可能性が極めて高いです。そ

れ以外にも、処分場からのほこりが風に舞ってやってきているわけです。こ

れに地域住民はずっと苦しめられてきたわけです。この問題に対して対策を

とらなかった県、この場に至ってもやらないのかと私は今憤っています。こ

の対策委員会は、地元の人々の声をやはりくみ取らなくてはいけない。そし

て、何が多くの人たちを悩ませてきたのか、その元凶をまずは除去する、そ

こから対策は始まる、そのための調査をすべきだ、私はそう思います。もし

焼却炉の問題が何も手つかずに、今回のような追加調査をやるんでしたら、

私は反対します。 

 ○岡村委員 

長 

ということですけれども、事務局、何かありますか。 

 ○當座委員 きょう示されている追加調査に関しては、資料としてはこれだけだと思う

んですけれども、今出ている炉の問題で、炉の解体をするに当たっての調査

という形で、追加調査の中にもそれを含めていただいて、次回の委員会に資

料等を出していただいて、そこで議論して、どういうふうな形で調査をして

進めていくのかということをしていただいたらいいんじゃないかなと思いま

す。 

 ○上田技監 いろいろな先生方のご要望を今お聞きいたしておりますが、きょうお示し

した追加調査については、焼却炉について案を提示いたしておりません。

我々、今説明申し上げたとおり、専門部会で今までの調査結果からこういう

追加調査が必要だというご議論を賜り、今回の提案になっているわけでござ

いますけれども、焼却炉につきまして、どういう形で調査するとよいのか少

し検討させていただいて、ご提案がございましたように、次回の専門部会な

いしは対策委員会のときに県の考え方をお示しし、ご議論をちょうだいした

いと思います。 

 それで、今回につきましては、提案した調査計画と並行して、そこら辺は

できるだけやれることになるのかなと思いますので、順番というお話がござ

いましたけれども、我々としてはやれるものはすべてやっていきたいと。こ

れは調査しないと対応策が出てまいりませんので、調査をさせていただきた

いので、次回我々の考え方を示すということで、きょう提案申し上げました
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調査計画についてご議論をお願いし、それから次回に出すべき焼却炉の計画

案につきまして何かご指示なりお話がございますれば承らせていただきたい

と思います。 

 ○伊藤委員 今議論になっております旧焼却炉の問題も、屋外に暴露されたままの状況

であるということで、内部は恐らくダイオキシン類の塊だと私も考えている

ので、早急な撤去、安全策をめぐらせるというのはもちろんのところなんで

すけれども、今ご説明いただきました地下水の件ですね。目に見えない汚染

地下水が琵琶湖のどのぐらいにまで向かって今走っていっているのかという

のは、見えないだけにすごく不安で不気味な状況であると思うんです。 

 今、地下水の流向と水質を探るということをご説明いただいたんですけれ

ども、その中で流入量と流出量、処分場に入る地下水、出ていく地下水の把

握というのも必要じゃないかと私は思うんです。といいますのは、先ほど早

川委員から、前回か前々回の私の恒久対策と応急対策という発言の中で、処

分場全体が本当にすばらしい宝の山でありますので、すぐにでも撤去できた

らいいんですが、そういう状況には今現在ありませんので、いかにして地下

水汚染を軽減させていくかということに関しましては、応急対策という中で、

まず処分場内に入ってくる地下水を入れないことによって、当然出す量が減

るわけですから、押す量も変わってきますね。高いところから水圧がかかっ

て地下水を押していくということで、今、北西の方向に１日 1.4ｍでしたか、

そのぐらいで下流に向かって流れると。それが上から押さなければ、その進

度は当然遅くなると私は素人ながら考えているわけですけれども、それを上

で止めて、なおかつ下から出る地下水もくみ上げ、ろ過し、無害化に近い形

で下流に戻してやるという措置と、あともう１つ、大事な１点なんですけれ

ども、降雨、要するに雨が降って表流水と浸透水に分かれるんです。この比

率と地下水を分けて、どういう形でそれを措置していくかということもこの

中で含めて考えるべきであると思っております。それで、根本的な対策が立

てられるまでに、地下水汚染については幾ばくかの軽減をさせることができ

ると考えています。 

 その点についての見解と、これは最後に言おうかなと思っていたんですけ

れども、先ほど上田技監から施設全体の管理が必要なんだということをおっ

しゃっていただきました。そのことについては、前回も議論になったかと思

うんですけれども、まず処分場の所有権の確保というものが優先的に第一で

あると私は思っております。管財人は、今の状況の中で、あの処分場の面倒

を見ていけるのは年内いっぱいというような形で考えていらっしゃいます。

その後、道中でありましても、新所有者が現れた場合、その使用基準に関し

てどのような網がかぶせていけるのかということと、いろいろな問題が発生

すると思われる中で、我々も含めて県がこれからきちっと問題を解決してい

く中で、この処分場をどういった形で保全していくかということについてお

考えを聞かせていただきたいと思います。 

 ○中村室長 非常に難しい話を１ついただいたかなと思っています。 
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 先ほど担当の方から申し上げた地下水につきましては、基本的には流向を

測定していくということで、流量まで可能なのかどうかにつきましては、担

当の方からもう一度説明させていただきたいと思っております。 

 私の方でお答えさせていただくのは、所有権の問題を以前からそういう形

でご指摘いただいております。現在、ＲＤ社が倒産したということで、所有

権につきましては破産管財人の管理のもとにあるということ、それから所有

権の移転につきましては競売の可能性もある。これは、破産管財人のことも

ありますし、債権者からも可能であるといったことから、あの土地が安易な

形で手放されないようにということで、破産管財人並びに債権者には個別に

当たりまして、そのあたりの理解を求めているところでございます。現時点

で債権者から聞いている限りでは、たちまち手放すといったことは考えてい

ないという答えをいただいているというのが１点でございます。 

 もう１つ、あの埋立処分場がだれかの土地になったときに、今後の問題と

いたしまして、ＲＤの処分場につきましては、今現在ご検討いただいている

内容で、いろいろ生活環境上の支障ということが現にあるだろうと思ってお

りますし、当然のことながら所有権者にはそれなりの責任もかぶってくると

いうことにつきましても、その説明の中でさせていただいているとおりでご

ざいまして、現時点ではそれをもってしてでも所有したいというような話は

聞いておりません。こういった中で、もう少し議論していった上で、この土

地そのものについて、先ほど技監が申し上げた施設の管理の問題等の中で議

論が熟してくる、そういった段階でまた話は出てくるのかなと、漠然とした

感じ方で申しわけございませんが、そのあたりについては考えているという

ことでございます。 

 ○谷本主査 今現在、栗東市が設置されている、もしくは県の方でもあるんですけれど

も、地下水の水位計がございます。それと、上砥山の方に県が設置している

テレメーター－－雨の流量を把握するものですけれども、そのデータもござ

います。それをあわせまして、今後やろうとしている処分場での地下水の流

れ等を把握することによりまして、処分場に入ってくる地下水の量が解析で

きると考えております。ですから、今現在のデータだけで流量を把握すると

いうことはちょっと難しいと思いますけれども、今後この調査を行った結果、

そのデータをもって流入量等について検討するということは可能だと考えて

おります。 

 ○伊藤委員 中村室長にお答えいただいた分なんですけれども、新所有者に措置命令が

課せられる、また使用制限をかけるといった中で、所有者があらわれない。

そして、原資はふんだんにあるわけではございません。その中で、管財人が

もうやーめたというような状況の中で、その後、これはどうされるおつもり

ですか。 

 ○上田技監 実は、答えを求められているんですけれども、今の時点で、長期にわたっ

て何をどうするというよりも、我々県としては、この対策委員会で環境保全

の支障の除去にどういう対策をどのくらいかけてやる必要があるのかという
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答えを出して、まずは環境問題について対策を講じたいと考えております。

それに問題が生じるような、例えばあそこに土地所有者があらわれないよう

な一定の対応はしていく必要があるし、今債権をお持ち、あるいは破産管財

人でおられる方に、そういう対応を県がやるということでお願いを申し上げ、

一定のご理解をいただいているという状況でございます。もしいろんな問題

が債権管理上出てきた場合には、県にご相談が当然あるものと思っておりま

すので、まずこの対策委員会のご審議を優先させていただいて、それを見守

ってくださいと破産管財人にはお願いしている状況でございます。 

 対応策が出てきた時点で、破産管財人としてもどうするかお考えになるで

しょうし、我々としても、対応策の実施に当たって、長期的にどう見るかと

いうことも検討する必要が出てくるだろうと。実施計画の中でそこら辺は明

らかにしていきたいと考えますけれども、今の時点で、対応策をこれからご

検討いただく中で、県としての考え方なり、あそこの土地所有について示せ

ということであれば、現時点で県は土地を所有するという考えを持っており

ませんので、今のところ破産管財人の管理にゆだねた中で対応策を出し、そ

の支障、いろんな問題があるのであれば、県の権限をもっていろんな対応を

していきたいと思っているものでございます。いろんなお考えはあると思い

ますけれども、ここのご審議の中でいろいろ出てくるかと思いますし、県と

してももう少し整理をしていく必要があると思います。 

 ○島田委員 前回欠席いたしましたので、既に議論済みなのかもしれないんですが、話

が少し広がっていますので、この機会に私が今感じているところを発言させ

ていただきます。 

 この処分場の問題は、リスクあるいは影響を受ける可能性が多岐に及んで

いるものですから、ややモグラたたき的にいろんなものをこれまでもやって

きたんでしょうけれども、既に長年のいろいろな調査結果が蓄積され、いろ

いろなデータもあるので、フェーズに応じた調査ニーズがあると思うんです。

地下水については、既にある程度検出されていて、リスクもそれなりにある

中で、今回の調査は何をしようとしているのか。対策を検討する場ですけれ

ども、対策のオプションは無限にあるわけではなくて、多分、技術的、工学

的あるいは制度的に、もし地下水の問題が非常にリスクが高いとなったとき

に、とれる具体的な対策というのはある程度想定はし得る。そういうものを

想定しながら、その対策の設計のための調査、これをこういうふうにするた

めにやるというフェーズまで行っているものと、それから今ご議論のあった

焼却場の話というのは、今は稼働されていないわけですけれども、大量の有

害物質が蓄積されていることは明らかで、それが現状において一体どれだけ

周辺にリスクを及ぼしているのか。それは、まだ検出もされていないでしょ

うし、地下水に比べると前の段階ですが、いろいろなフェーズがあるので、

そのエンドポイントに応じて、あるいはリスクに応じて、この問題の全体像

を整理して、この調査はここをやるため、この調査はここをやるためといっ

て整理して、１枚の全体像をまとめられたらいかがかなと思いまして、発言
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させていただきました。 

 この検討会の内容は、非常に大部な技術的なものに行きがちなんですけれ

ども、この問題の全体像の中で、この調査の位置づけをそれぞれ明らかにし

た上で、できることからということにならざるを得ないかもしれませんが、

いろいろな不安も少し和らぎながら、限られた時間の中で進んでいくという

ことになるんじゃないかと思います。 

 ○上田技監 今先生がおっしゃったように、我々としてもできるだけ全体像をお示しし、

そして全体としてよくしていく必要がありますし、時間のかかるもの、ある

いは早急にやらなくてはいけないもの、いろんな見方はありますものの、限

られた時間とお金の中でできるだけうまくやっていきたいという思いを事務

局としても持っております。 

 そういう中で、きょうご指摘いただいた中の一部不足する部分については

早急に詰めて、我々としては、現状評価と課題の整理という２枚のペーパー

で、ほぼこういうような状況がわかっていて、こういうご議論を専門部会で

ちょうだいした上で、こういう調査を今後やりたいというような大ざっぱな

ものをお示ししたつもりでございますけれども、対策委員会の行われるたび

に、現状の確認ということも込めまして、全体像の中でどういう認識をし、

どういう調査を今やっているという位置づけをやるためにも、先生が今おっ

しゃった全体像がある程度見えるようなものを何か用意していきたいと感じ

ているところでございます。どんなものが本当に望ましいのかについては、

また個別にご相談させていただいて、よい案を提示し、ご理解をちょうだい

しながら、調査なり対応策のご審議を賜りたいと思います。 

 ○岡村委員 

長 

今我々が議題にしておりますのは追加調査の実施についてでありまして、

先ほどから焼却炉の話が出ておりますけれども、別にこの調査をしたからと

いって、焼却炉についての問題の検討を行わない、あるいは調査を行わない

というものではありません。先ほど事務局の説明があったとおり、これは並

行して行われるものでありますから、こちらを立てればそちらが立たないと

いう関係にもないと私は思うわけです。したがって、今出ております追加調

査の実施について、これでいいかどうかという点について意見をいただきた

いと思います。 

 ○早川委員 今、島田先生がおっしゃった意見に基本的には賛成です。処分場の問題は

幾つかあります。１つは焼却炉問題です。それから、地下水問題、ガス問題

です。そして、伊藤さんがおっしゃったように、全体計画の問題です。この

４つの問題にどういうふうに取り組むのかということをしっかり押さえる必

要があるだろうと思います。そして、具体的には、焼却炉、地下水、ガスの

中でどういう優先順位をつけるかということになるだろうと思いますが、ガ

ス調査に関しては、専門部会の方の見解が明確に出ていまして、硫化水素に

関しては早急に対策等の措置を講じる必要性はないと判断すると出ています

から、とりあえず置いておいてもいいんだろうと思っています。そうなると、

地下水と焼却炉の問題ということがあります。それから、全体計画の問題が
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あります。その辺については、それこそ同時並行的でもいいですから、話を

していかなければいけないだろうと思います。 

 そういうことをまず申し上げた上で、委員長の進め方に対して私は注文を

つけたいと思うんですが、毎回、事務局どうですか、事務局どうですかとい

うふうに投げ返して聞くと、結局、原案どおり承認します、いろいろ意見が

出ましたけれども、大まか原案どおりでよろしいでしょうかということにし

かならないんです。それじゃだめですよ。行政が我々行政以外の人たちで委

員会をつくった以上は、やはり行政とは違った立場で、もっと自律的な議論

を積み上げて、そして答申を上げていかなければ。もちろん、予算をつける

のは行政側ですし、行政の話を聞きながらやらなくてはいけないんですけれ

ども、毎回毎回投げ返していたら、自律的な答申が出せるはずがないです。

もう少し委員同士での議論ということを誘導していただきたい。それをお願

いしたいと思います。 

 ○岡村委員 

長 

ご意見はお伺いいたしておきます。 

 ○池田委員 資料２の追加調査の実施についての５ページをお開きいただきたいんです

けれども、この問題を大きく分けると、焼却炉、地下水、ガス、全体計画と

今早川先生がおっしゃって、それはそのとおりだと思うんですけれども、そ

もそもこの処分場に何が埋められているかがわかれば苦労はないわけです。

そこがわからないので、ガスが出たからガスというようなことをやってきた

のが今までで、長い時間がかかったにもかかわらず、場当たり的な調査にな

っていて、今からもう一度総合的な調査をせざるを得ないという実態になっ

ていると思うんです。そのためにも、中に何が埋まっているかというのをあ

る程度把握せざるを得ないと思います。 

 ５ページの（３）の一番上に、処分場内で行うボーリング調査は廃棄物調

査も兼ねるとあるんですが、ボーリング調査は、さっきご説明がありました

ように９本ですよね。特に、地図で見ていただくと、Ｂゾーンというんでし

ょうか、今施設が建っているあたり、３ページの図でいうと赤い線の幅の広

い部分ですが、ここについてはまだ手つかずの状態ではないんでしょうか。

ということであれば、この部分、何が埋まっているかわからない状態のとこ

ろの中身を、もう少しメッシュを細かく切った上でボーリングをして、どう

いうものを過去埋めたのかと。もちろん、事業者の調査からある程度それが

把握できていれば別ですけれども、そうでない場合には、後からそういうも

のは書類等では実際と違っていたりすることもあるわけですから、処分場内

に何が埋まっているかを把握するためのボーリングというのをもう少しきめ

細かくやられてもいいのではないかという気がしたんですけれども、これに

ついて専門部会の方ではどのようなご意見だったんでしょうか。 

 ○樋口委員 専門部会の方では、埋まっている廃棄物の量と質の調査をするということ

で、その調査の方法については今回事務局からご提案いただくということに

なっておりますので、多分この後の資料３の方に提案が出てくるんだと思い



 29

ます。 

 ○池田委員 それであれば、資料３も一体的にご説明いただいた方が全体を見やすいん

じゃないでしょうか。 

 ○岡村委員 

長 

両方一括してしなくてはいけないのか、それともこれはこれとして済ませ

た後で具体的に資料３を見ていくのか、いかがなものでしょうか。 

 ○當座委員 別々に見ていくのか、廃棄物の調査も一緒にしていくのかということで、ボ

ーリングの数が９本というのは、廃棄物を見る場合も変わらないわけですか。

９本の中で地下水、地質構造、廃棄物を見ていくということであれば、そこ

も含めて一緒に議論していかなくてはいけないですし、９本はあくまで地下

水と地質構造の部分を見ていく、廃棄物に関してはもう少し細かくメッシュ

を切った中でボーリングをしていくということであれば、別に別々でも構わ

ないんですけれども、そこはどうでしょうか。 

 ○中村室長 それでは、この件につきましては県の方で作成いたしましたので、ご説明

させていただきます。資料３の方ですけれども、あくまでも現時点での調査

計画ですと、さらにそのボーリング以外に処分場の中で６カ所の廃棄物だけ

の調査のためのボーリング地点といいますか、そういった場所を選定してお

ります。それにつきましては、もう少しきめの細かいといいますか、地下水

調査のためだけではなしに、廃棄物だけの調査といったような形での場所を

選定してご説明させていただきたいと考えております。 

 ○當座委員 そういうことでありましたら、今提示されている地下水と地質構造の追加

調査に関してちょっと意見を言いたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

 ○岡村委員 

長 

どうぞ。 

 ○當座委員 地下水の調査の地点なんですけれども、この間専門部会を傍聴させていた

だいて、県 No.３の井戸は、今の状態ではいけないから、掘り替えなくてはい

けないという話を聞かせていただきました。２つの帯水層があるので、それ

を見られる井戸を２本設置していただけるのかなと思っていたんですけれど

も、そのあたり、横山先生、県 No.３の井戸に関してどうでしょうか。 

 ○横山委員 専門部会でも言ったんですけれども、ここはものすごく難しいところで、

県の資料によりますと、もともとの鴨ヶ池の流水が比較的近いところを流れ

ていて、単に Ks2、Ks1 だけの水ではなくて、沖積層の水が入ってきている可

能性が否定できないような気がしております。したがって、理想的には、現

在の追加調査の案にあるように、山の方に１つと、もう１つ、浅くてもいい

から、廃棄物の集積場、つまり処分場に近いところと２本掘っていただくと

よくわかると思います。ただ、これはなかなか難しくて、掘ればわかるとい

うものではないので、掘ったときの状況とか、砂のやわらかさとか、粘土の

やわらかさとか、これは何だという、要するに堆積物の識別の能力がありま

すから、なかなか難しゅうございます。理想的には、山の中に１本と廃棄物

に近いところに１本、２本掘っていただくのが一番いいと思いますが、予算

の関係もあるかもしれません。その点で、もう一回過去の資料を洗い直して、
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ちゃんと計画を立てる必要があるような気がします。ボーリングについて詳

しい事情を知っている状況の中で、過去の資料をもう一遍サーベイランスし

直す必要があるのではないかと思います。 

 それから、ついでですけれども、追加調査の実施についてという題になっ

ていますが、これは廃棄物状況調査もありますから、要するに地下水と地質

に関する追加調査として考えたら一番いいような気がしまして、先ほどから

早川先生がおっしゃるように、全体の追加調査の中で一番必要なものはどれ

かということは抜きにして考えられているということを感じます。 

 ○中村室長 今、當座委員の方からございました Ks1 と Ks2 の混在した形での問題とい

うのは、専門部会の中でも、横山先生の方から、県 No.３の水についてはわ

けがわからぬというふうなご指摘だっただろうと思っています。 

 そういった意味で、今ご指摘のありましたように、６ページの地下水流向

調査地点計画平面図を見ていただきたいんですが、下の方に県 No.３（地下

水観測）と書いてございます。この赤い丸のところの状況がよくわからない。

この場所では Ks1 と Ks2 の両方の水をとっているということがございますの

で、今回、３－１ということで、処分場の外に１カ所、Ks2 をねらったボー

リングを行いたいと思っております。 

 もう１つ、先ほどの説明の中で、５ページの（３）の最後のぽつですが、

栗東市で市 No.９付近に Ks1 層を対象にした観測井を新たに設置するという

ことで、もとの６ページに返っていただきますと、市 No.９の地下水観測地点

というのは県 No.３のすぐ横でございまして、この付近で Ks1 層をねらったボ

ーリングを行われるとお聞きしておりますので、県のデータ、栗東市さんの

データをあわせもって、このあたりの県 No.３、Ks1 と Ks2 の問題等について

は対応していきたいと考えております。 

 ○當座委員 先ほど横山先生がおっしゃってくださったみたいに、県 No.３の井戸よりも

ちょっと山側の３－１という場所ですね。ここは、山の方からの水というか、

そこの自然な状態での水を見ていただくのでは、それはそれでいいんですけ

れども、県 No.３、今までモニタリングしていただいていて、処分場からの影

響があるのかないのかという部分では、市道側、できるだけ処分場に近い部

分で２本、２つの帯水層をとらえた井戸をつくっていただきたいと思ってい

ます。 

 ○中村室長 今回掘らせていただくボーリングにつきましては、流向調査等も兼ねてい

る中で、私どもの理解でいきますと、県 No.３の位置というのは、ある意味で

言うと流向がわかりづらいのではないかという印象を持っています。このあ

たりは、横山先生にもいろいろ調査をなさっている関係でお伺いしたい部分

があるんですが、もともとの沢筋みたいなところ、沖積層の影響もあるかも

しれない。そういった中での流れは、降雨の関係とかいろんな自然現象の中

で、非常に影響を受けやすい場所ではないかという印象を持っておりまして、

あえてその場所を外れたような形で、全体の地下水の大きな流れといいます

か、余り影響を受けないといいますか、そういった意味での大局的な流れを
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探る上でこういった場所を設定させていただいているということでございま

す。 

 ○當座委員 そういうお話であれば、３－１というのはそういう位置づけで１本ボーリ

ングしていただいて、県 No.３に替わる井戸としては処分場の周辺で２本設け

ていただきたいと思います。 

 ○中村室長 県で行いますのと同時に、栗東市さんの方でも、周辺状況の確認というこ

とで、先ほど申し上げました市 No.９の近くで Ks1 ねらいの井戸を掘られると

いうことで、県のデータだけではなしに、栗東市さんで行われるデータも活

用しながら、そのあたりは判断していきたいと思っております。 

 ○當座委員 Ks1 に関して、栗東市さんの方で市 No.９の近くで井戸を設けてくださると

いうことに関しては、また市の調査委員会もありますし、検討していただけ

ることでありがたいことだと思っていますけれども、県 No.３の今ある井戸に

かわって、２つの帯水層を見ていくモニタリングの井戸として設置するとい

う話に関しては、私は３－１のこの場所というのは反対です。ただ、地質構

造を見ていく上でということと、先ほど中村さんからお話があったように、

全体の地下水の流れの中で確認していく必要があるという位置づけで３－１

でボーリングするということであれば、それは賛成できます。 

 ○上田技監 専門部会にいろいろお話を伺いながら場所は決める必要があるだろうし、

先ほど横山先生の方からは、過去のいろいろなデータのサーベイランスをや

って、いろんな状況を把握した上で場所を決めるべきだというご示唆もいた

だきました。それで…… 

 ○横山委員 栗東市の方もそういう考えを持っていると思いますが、今までの栗東市の

対策委員会では、ここでいう赤線、要するにＲＤの土地の中には入っていけ

ないという思考があったわけです。ここは県の領分であると。市の対策委員

会は赤線より外側でしか仕事をしないと。したがって、市の対策委員会と両

方協力してやることは非常にいいことですので、その点の位置については再

検討して、なるべく早く結論を出してやったらいいと思います。 

 ○上田技監 したがいまして、ここに３本も打つのは避けたいと。我々としては、ここ

の地下水の Ks2 と Ks1 の実態がきっちりわかり、流向、流速もある程度推察

できるようなボーリングを、市と共同して、この周辺で２カ所打つことによ

って状況把握をしたいと思っております。それで、今當座委員が言われたよ

うに、３－１というのは、山側にあることで少し問題があるのかないのか、

もっと適当な場所があるのか、これは特に横山先生が現場に非常に詳しくご

ざいますので、お聞きした上で、市と協議をし、この周辺２カ所に、市と協

力して、市のご理解を得て、１カ所ずつ県、市が受け持った形でボーリング

をし、地下水の状況把握をさせていただきたいと思います。 

 ○岡村委員 

長 

ということで、焼却炉の問題につきましては、今後とも並行して検討、調

査をしていただくということで、現在出ております追加調査の実施につきま

しても、今お話のあったとおり、必ずしも掘る井戸の位置はピンポイントで

ここに決まるというものでもないようでありますけれども、おおむねこうい



 32

う形ということで、できれば……。 

 ○當座委員 ４－２の場所なんですけれども、これは地下水の調査においてどういう水

を見るということでそこの場所に設けられているのか、もう一回説明いただ

けますでしょうか。 

 ○谷本主査 ４－２につきましては、県 No.２の地点が委員会の方で議論になりましたの

で、その部分についてもう一度まず水質も確認したい。それと、この部分は、

旧地形からいいますと、ひょっとすると処分場の水が外に出ている可能性も

あるということも考えられますので、この地点でボーリングを打って、地下

水の流向をきっちり確認していくということで、この位置を考えさせていた

だいております。 

 ○當座委員 もう１つ、県 No.９の井戸も、２つの帯水層があるんですけれども、井戸と

しては１つという形で、ここはどんなふうに２つの帯水層を見ていかれるの

か、事務局の方からお願いいたします。 

 ○谷本主査 県 No.９につきましては、今現在確認されている帯水層は Ks2 及びその上部

にある Ks3 と認識しております。今現在、ストレーナー位置につきましては、

Ks2 層の水を観測している状態にありますので、ここにつきましては今後とも

継続して Ks2 層の水をモニタリングしていきたいと考えております。 

 ○當座委員 Ks2 に関してはモニタリングを続けていくということですけれども、Ks3 に

関してはどうなんでしょうか。ここは深掘りの工事が処分場の中で行われま

して、そのときに出ている浸透水が地下水に入っていっていないかという部

分でみんなが心配していましたし、それの効果を見るのに、県 No.９の井戸で

観測していくことで効果が見られるんじゃないかという話も以前ありました

ので、そこの部分を考えていただけたらありがたいと思っています。 

 ○中村室長 ご指摘の Ks3 につきましては、資料１の現状評価と課題の整理についての

４ページでございますが、今のところ地層がどのようになっているのかとい

うのがちょっとわかりにくい状況でございます。あくまでもこれは推定地層

構造でございますので、Ks3 がどういったところでどういう状態にあるのかと

いうことを確認した上で、そのあたりは判断していった方がいいんじゃない

かなと今事務局の方では考えております。 

 ○早川委員 先ほど横山先生がおっしゃったように、資料２は地下水と地質に限定した

追加調査というふうに理解をした上での質問ですが、この調査を行うことに

よって、地下水の流動と廃棄物量－－最初の処分場の現況測量計画は廃棄物

量の把握だろうと思いますが－－は明らかになる、それを目指した調査と解

釈してよろしいんでしょうか。 

 ○中村室長 １つ目の測量につきましては、これまでできていなかった上部についてき

ちっと測量したい。あわせて、後ほど出てまいります廃棄物の状況調査なり、

今回のも含めまして、処分場の中で行うボーリングによって、地山、いわゆ

る廃棄物がどの程度まで入っているかといったことを確認した上で量的なも

のを把握したいという意味でございまして、資料２ですべてが満たせるかと

いうと、それは若干違う部分がございます。ただ、基本的には、今早川委員
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がおっしゃったように、この追加調査によりまして地下水の状況を把握し、

あわせて地盤構造をきちっと把握することによって、今後どういった対策を

考えていくべきなのかといったような中での重要な資料になるのではないか

と思っています。 

 ○早川委員 全体計画の中で、その後の廃棄物状況調査も含めてだろうと思いますが、

廃棄物量と地下水の流動が把握されるのは、この調査を実施していつごろと

いうふうにもくろんでいらっしゃるんでしょうか。 

 ○谷本主査 いつごろというのは、結果が出るのがということでしょうか。 

 ○早川委員 はい。 

 ○谷本主査 それは、先ほど追加調査の前段で室長の方から説明がありましたように、

夏ごろには調査結果を出して検討に入りたいと考えております。 

 ○早川委員 私は素人なので、単純な話で確認させてください。夏までに、あそこの処

分場の廃棄物量はどのぐらいである、地下水はどういうふうに流れていると

いうことがはっきりわかるんですね。それから、今度はどういう対策をする

かという議論に移れると、この調査をやることによってそれが可能になると

解釈してよろしいんですね。 

 ○中村室長 そのように考えております。 

 ○當座委員 今、地盤の現況測量計画で廃棄物量がわかると。上部についてと中村さん

はおっしゃいましたけれども、そうしたら、下の方というか、穴が掘られて

廃棄物が埋められているかもしれないという部分も含めてわかるということ

ですか。 

 ○中村室長 先ほど申し上げましたとおり、後ほどご説明させていただく廃棄物状況調

査の中で、どこまで廃棄物が埋まっているかといったことを確認した上で、

その表面的な測量とあわせもって廃棄物量全体について確認できるのではな

いかと思っています。 

 ○早川委員 それならば非常にわかりやすくなりました。夏までに地下水の流動をはっ

きりさせると。それから、廃棄物量をはっきりさせると。それから、焼却炉

の問題について、先ほど言いましたけれども、安全性の現状についてはっき

りさせると。そういう目標をまず明確にしてもらって調査をやっていただき

たい。それは、夏まででしたらもうそんなに時間がありませんから、同時並

行的にやっていただいて構わないと私は思います。重箱の隅をつつくような

議論をするよりも、何を明らかにするためにどういう調査をやるのか、それ

はどういう方針でやるのかということをはっきり確認していくことが重要だ

と私は思います。 

 ○當座委員 ４ページのボーリング調査の水質分析項目の中で、先ほどもビスフェノー

ルＡを入れていただきたいとお願いしていたんですけれども、再度ここでお

願いしておきたいのと、あと水質を見るときに、午前中に池田委員の方から

お話があった有機物に関して、窒素とか、有機物があるのかないのかの指標

になるようなものも項目に入れていただけたらありがたいと思います。 

 ○中村室長 ビスフェノールＡにつきましては、先ほどお答えさせていただいたとおり
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でございます。 

 それと、有機性のものにつきましては、今回、４ページの例でいきますと、

周辺地下水からＣＯＤを測定することになっております。ただ、ＣＯＤと申

しましても、過マンガン酸カリウム消費量のＣＯＤでございますので、すべ

ての有機物をはかっているわけではない。また、今お話がありました有機物

等について、どういったものを追加すればいいのかといったようなことにつ

いては検討させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

（３） 

廃棄物状 

○岡村委員 

長 

ということで、この追加調査は、他の調査等を何ら排斥するものではあり

ませんし、また早急に調査を進めていかないことにはこの後どうしようもな

いわけであります。したがいまして、おおむねこの追加調査の実施について

はこれで了承したいと思いますけれども、よろしいでしょうか－－。 

（ 「 異 議 な し 」 ） 

 では、そうさせていただきます。 

 それでは、議題（３）の廃棄物状況調査について、事務局から説明をお願

いいたします。 

況調査に

ついて 

○中村室長 それでは、私の方から資料３に基づきまして廃棄物状況調査についてご説

明させていただきます。 

 まず、１ページをあけていただきたいんですが、これは前回も説明させて

いただいた内容でございまして、左の枠の中に経年的な調査、その周辺には

各地域での調査を書かせていただきました。基本的には、Ｂ以外のところに

ついては何らかの調査はやったという程度で説明はとどめさせていただきま

す。 

 次に、２ページを開いていただきたいんですが、廃棄物の状況ということ

で、こういった調査を行いたいということが２ページの図でございまして、

その考え方といたしましては、３ページを開いていただけますでしょうか。

今２ページで見ていただきましたように、廃棄物の状況につきましては、基

本的には格子－－メッシュを切った上で調査していきたいと考えておりま

す。 

 そのメッシュの考え方でございますけれども、基本的には、３ページの方

にも示させていただきましたけれども、概略調査として 3,000 ㎡程度になる

格子を考えております。この 3,000 ㎡につきましては、支障除去のための不

法投棄現場等現地調査マニュアル－－後ろの方にＡ４判でご用意させていた

だいたものがございますけれども、後ほど見ていただければ結構かと思いま

すが、そちらの方でおよそ 3,000 ㎡を１つのメッシュとして考えるというこ

ともございまして、3,000 ㎡程度ということで、3,000 ㎡を単純に割ると 55

ｍ程度ですが、ちょっと中途半端ですので、60ｍメッシュで切らせていただ

きました。その 60ｍメッシュの中で調査を行い、何らかの問題があった場合

につきましては詳細調査ということで、さらに細かい部分についての調査を

行いたいということでございます。 

 その下の調査地点の選定方法につきましては、基本的には各メッシュごと
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に調査していきたいと考えております。ただ、これまでに調査した地点もご

ざいます。特に、最初の１ページ目で申し上げましたけれども、既に調査し

たところについては一定わかっている部分がございますが、今回の調査につ

きましては、処分場全体を 60ｍメッシュで切りまして、そのメッシュの中は

均等といいますか、同じバランスをとった形での調査にしていきたいと考え

ております。 

 それから、４ページ目を開いていただけますでしょうか。廃棄物の状況調

査といたしましては、まず目的といたしまして、廃棄物の性状（有害物質の

有無）、それからその量、廃棄物の厚みがどの程度あるのかといったことを廃

棄物調査として実施したいと考えています。それから、基本的にはボーリン

グ調査で行うというふうな考え方のもとで、孔内ガス調査として３ｍごと、

同じく孔内温度についても３ｍごとに測定していきたいと考えております。

土壌分析－－廃棄物の分析につきましては、１ｍごとに試料を採取いたしま

して、１つは全混合－－全部混合した混合試料でのサンプル、それから孔内

ガス検査等において非常に濃度の高かったところプラス前後１ｍ、３ｍ分を

１つの試料として分析していきたいと考えております。 

 調査方法といたしましては、その下に書かせていただきました。ボーリン

グ調査、ケーシング調査、それとちょっと変わった掘削調査ということで、

３つに分けさせていただいております。基本的には、メッシュ調査の中では

ボーリング調査ということで実施していきたいと考えています。 

 そこに適応のよい点、よくない点を整理させていただきました。ボーリン

グ調査ですと、掘削に際して粉じんの発生が少ないとか、深い深度まででき

るとか、任意の深度の廃棄物の性状を把握できるとか、ボーリング孔内を利

用して試験測定ができるといった利点もある反面、掘削孔径が小さく、最大

でも 10cm 程度ということで、その孔径内の廃棄物しか採取、観察できないと

いった不利な点もございます。 

 一方、以前ＲＤの処分場で行ったケーシング調査ということで、直径約 1.5

ｍのものを順番に打ち込んでいくことで内部の廃棄物を取り出していくとい

う方法がございます。この方法ですと、利点といたしましては、廃棄物の性

状をよく観察できるということもございますし、非常にわかりやすいような

ことになるわけでございますけれども、一方、ボーリング調査の費用の点で

まずひっかかる部分がございまして、ボーリング調査よりも大きな重機を使

用いたしますので、非常に高くつくということが１つ、もう１つは、孔内の

ガス測定などでは拡散してしまうということがあって、ちょっと調べにくい

のではないかと懸念しております。それと、法面付近ですと、重機を設置す

るということで、危険性の問題、作業性の問題等々から考えると不利な点が

あるのではないかと思っています。基本的には、こういったボーリング調査

を行いながら、各メッシュの状況を把握していきたいと思っています。 

 もう１つ、掘削調査というのをここで挙げさせていただきました。おおむ

ね今申し上げたような形での調査を進めていきたいと思っていますが、異常
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なものが埋まっているかもしれないというふうな状況のもとでは、できるだ

けそのあたりを確認するための調査ということで、掘削調査につきましては、

異常な廃棄物の調査というものを念頭に置いて進めていきたいと考えており

ます。 

 分析項目等につきましては５ページなんですが、逆に２ページに戻ってい

ただきたいと思います。横方向にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、縦方向に１、２、３、

４、５ということで、メッシュに切っております。先ほど申し上げましたと

おり、処分場全体について、黄色の枠でかいておりますが、これは無視して

見てください。例えば、Ａ－２の場所ですと赤の三角ですが、右上の方を見

ていただきますと、赤三角はボーリング調査地点の廃棄物調査という地点で

ございます。赤丸の地点は、先ほど来出ている地下水調査と地質調査も同時

に兼ねている地点でございます。黒い丸がこれまで行ったボーリング調査の

地点、黒三角がこれまでの坪掘り調査でやった地点、黒四角が坪掘り調査の

中で土壌分析を行った地点、それから１つ飛ばしまして、赤の斜めの線のと

ころは掘削調査の対象範囲というふうにまとめております。 

 ということで見ていただきますと、Ａ－２は廃棄物をターゲットとしたボ

ーリングを行う。同じくＡ－３につきましては、真ん中あたりに廃棄物をね

らった調査を行いたい。Ｂ－２につきましては、地盤等の調査も行うと同時

に、地山までの間の廃棄物の状況について調査する。Ｂ－３ですと、Ｈ16－

２というのは繰り越しでやりましたので、実際は平成 17 年の調査なんですけ

れども、そういったところで既に廃棄物のボーリング調査を行った地点はあ

るわけでございますが、さらにＢ－３の場所が今回の地下水調査、地質調査

等も兼ねておりますので、このあたりにつきましては両方で評価していく。

先ほどご指摘のありました黄色のあたりについては、余り調査ができていな

いのではないかということで、例えばＥ－２、右端の方ですが、廃棄物をね

らった調査ということで、このあたりでやってみればどうかと。あくまでも

これは地図上で選んだ場所でございまして、実際には現場の状況、可能な調

査の方法等によって場所が微妙にずれるかもしれないんですが、例えばＥ－

２ですとそういう位置、Ｅ－３、Ｅ－４につきましては廃棄物層をねらった

調査をこのような形で行いたい。Ｄ－２につきましては、現状、木くず焼却

炉が真ん中にどんとございますので、Ｄ－２の赤丸の部分が地下水調査等も

兼ねておりますので、この場所についてＤ－２の代表地点というふうな考え

方で進めたいと思っております。 

 等々で眺めていただきますと、掘削調査の対象範囲でございますが、下の

方の西側平坦部というところは、ドラム缶が 105 本検出された場所でござい

まして、この法面、さらにその下にはドラム缶が埋まっているのではないか

ということで、かねてから心配している場所でございますので、このあたり

については重機による掘削によって確認していきたい場所というふうに設定

させていただきました。また、Ｄ－２の 10ｍ四方の場所につきましては、一

部情報によりますと、ドラム缶等が埋まっているのではないかと言われてお
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りますので、そういった場所についても重機による掘削を考えております。

同じくＤ－４につきましても、形として残るであろうといったような廃棄物

が見つかるかもしれないということで、こういった場所についての掘削調査

も今回の廃棄物状況調査の中で位置づけてやらせていただきたいと考えてお

ります。 

 ただ、重機調査につきましては、余り深いところまで掘れないという欠点

がございます。深いところを掘るということであれば、２段掘り、３段掘り

といったことでやる必要があるわけでございますけれども、今回の時間的な

問題等々から考えてみますと、これらにつきましては今のところ５ｍ程度と。

西側平坦部につきましては、切り崩すということでございますので、そうい

ったわけではございませんけれども、上の方の平坦部につきましては、一定

そういう制限も受けながら調査をしていきたいと考えております。 

 ５ページに、どういった調査を行うかということで、数量的なものを示さ

せていただきました。表１－３につきましては、それぞれの調査内容と数量

を挙げさせていただいております。室内試験の透水試験につきましては、地

山まで達した段階で、地山自身の透水試験を場合によってはやる必要がある

かもしれないということでございます。孔内ガス、孔内温度につきましては、

３ｍごとにやった場合のおおよその見込み数、それから浸透水も出てくるで

あろうということで、浸透水の分析等をやっていきたいと思っておりますし、

廃棄物土－－ごみと廃棄物のまざったものにつきましては、先ほど申し上げ

たような方法で２検体ずつぐらいを測定していきたい。 

 分析項目につきましては、その下の方で、廃棄物土と浸透水それぞれにつ

いて、これまで説明させていただいたような内容でもって測定していきたい

と思っています。また、孔内ガスにつきましては、たちまちの影響はないと

はいうものの、埋立処分場の中では、まだ安定化していない状態等を今後も

確認する必要があるということで、お示ししたようなガスの調査を３ｍごと

に行っていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

 ○岡村委員 

長 

それでは、ただいまの事務局の説明について質問、意見がありましたらお

願いいたします。 

 ○早川委員 何点かありますが、今回はまとめてしゃべることにします。 

 １点目は、掘削調査は段階的に一つ一つやるんでしょうか、それとも同時

並行的にやるんでしょうかということです。これまでいつも段階的にやって

いて、ものすごく時間がかかるので、なるべく効率よくやっていただきたい

ということが１点です。まずそれをお聞きします。 

 ２点目は、嘉田知事は情報公開が大変重要だとおっしゃっています。この

調査のどこかの段階でやはり現地説明会があってしかるべきだと思いますの

で、ぜひそれを入れていただきたいというのが２点目です。 

 ３点目は、冒頭に私が申し上げたことにもかかわるんですが、出てきた廃

棄物の性状をしっかり確認していただきたい。しかも、何のためにそれをや
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るかというと、将来的には排出者責任を追及できる可能性がありますから、

どこが出してきたものなのかということをしっかり把握するような問題意識

を持って調査に当たっていただきたいというのが３点目です。 

 以上、見解をお聞きいたします。 

 ○中村室長 まず、１つ目の掘削というのは、重機による掘削のことをおっしゃってい

るんですか。 

 ○早川委員 はい。 

 ○中村室長 可能な限り同時進行でいければと思っておりますが、そのあたりは、正直

申し上げて時間も余りございませんので、先ほど説明させていただいたとお

り、夏ぐらいにはすべて終えるような形を考えております。 

 それと、住民説明会は、こういった形で住民の代表の方々も参加していた

だいているわけでございますけれども、当然のことながら、住民の方々への

調査の説明についてはやらせていただきたいと思っています。 

 それと、廃棄物がどのようなものであるかといったことにつきましては、

先ほど５ページの説明が抜けてしまいまして、申しわけございません。廃棄

物組成分析ということで、どういった廃棄物であるかといったことについて

もきちっと記録に残した形で進めていきたいと思っています。 

 ○當座委員 大きな掘られた穴がどこにあるのかというのはこの調査でわかるんですか

と先ほどから質問させていただいていて、説明の中のどこかでしていただけ

るのかなと思っていたんですけれども、なかったので、再度質問させていた

だきたいというのと、平成３年の穴というのは、写真にも残っていまして、

場所も大体わかると思うんですけれども、Ｃ－１というのがその場所に当た

るんでしょうか。 

 ○中村室長 こちらでは、この場所あたりではないかなと見ています。 

 ○當座委員 ほかに掘られた穴があるのかどうかというのは、このボーリング調査でわ

かると考えておられるんですか。 

 ○中村室長 私どもが今持ち合わせている情報の中では、當座委員のおっしゃいました

Ｃ－１について、平成３年ごろに深く掘ったのではないかといったご指摘が

ございますので、この場所につきましては廃棄物がどのような状況であるの

かということを確認したいということでございます。それ以外の場所につき

ましては、私どもも情報を持ち合わせておりませんので、今のところそうい

ったところについての選定場所は考えておりません。 

 ○當座委員 証言等で、ここら辺に穴を掘ったというのがもしわかるようでしたら、そ

れを調べていただきたいですし、どこか穴があいていて、そこの部分から浸

透水が地下水に流れていってしまっているということでは対策をとれないわ

けで、そこの部分はどんなふうに調べたらいいのかというのはこの委員会の

中でも考えていただきたいのが１点です。 

 それと、今説明のありました状況調査計画図のＤ－４ですけれども、ＫＢ

３というところはケーシング調査をしていただいている場所なんです。硫化

水素が 22,000ppm 出たというところで、ケーシング調査をしていただいて、
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実際に廃棄物を出していただいたので、確認にも寄せていただきました。そ

のときに、随分底の方でつんとする揮発性のすごいにおいがしたんですけれ

ども、このときに行われた廃棄物土の分析というのが、前処理の仕方が風乾

しているということもありまして、ＶＯＣに関しては正確なものがわかって

いないという場所でもありますので、ここはボーリングをしていただいて、

もう一度きちっと調べていただきたいと思っています。 

 ○中村室長 １つ目のさらに大きい穴といいますか、深掘りしたところがあるのではな

いかといったご指摘は、また情報をいただければ、可能かどうか、技術的な

問題等も含めて検討させていただきます。 

 それと、Ｄ－４につきまして、そういうお話がありましたら、それについ

ても検討させていただきます。 

 ○池田委員 ５ページの調査項目の部分で、先ほど當座委員からご指摘のあった点を補

足いたしますけれども、固形物と液体試料について、やはり有機物をねらう

調査が項目としてあった方がいいと思うので、ＴＯＣと窒素－－硝酸性窒素、

亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素はぜひ入れた方が、ＣＯＤよりも細かく有

機物の存在というのがわかりやすいと思います。 

 それから、油分です。ここに廃棄物の含有量で金属類などが書いてありま

すけれども、これについてはどういう試験方法を想定していらっしゃるんで

しょうか。 

 ○中村室長 １つは、今ご指摘いただきました有機物の調査として、これは浸透水の調

査ということでよろしゅうございますか。 

 ○池田委員 はい。固形物でもできますけれども。 

 ○中村室長 基本的には、今委員のご指摘のありました内容も含められるかどうか、そ

のあたりは検討させていただきたいと思います。 

 もう１つ、分析法の具体的な方法につきましては、例えば廃棄物ですと、

環境省告示 13 号といったような形で、何らかの形で定まっている方法につい

てやっていきたいと思っています。 

 ○池田委員 含有については、告示の 19 号、いわゆる土壌汚染対策法の指定になると思

うんですけれども、あれだと含有をやった意味が全くないので、それで含有

調査をしたということにはなりませんので、その辺だけは気をつけていただ

きたい。それと、油について、先ほど資料１のところで油というご指摘があ

ったので、この中でも、少なくとも何らかの油の溶出と含有とか、あと鉱物

系、TPH 試験とかを入れるべきではないかと思います。 

 ○中村室長 廃棄物土、廃棄物等がまざったものにつきましては、基本的にはこれまで

今委員ご指摘のありました土壌汚染対策法－－本来ですと、埋立処分場は、

土壌汚染対策法でいきますと対象には入らない。ごみが埋まっている中で土

壌汚染もないだろうという考え方だと思うんですが、あえて土壌汚染対策法

に基づく形での汚染状況ということで確認してまいりました。さらに、どの

程度までの分解でもって考えていくかといったことにつきましては、この席

でこれでといったことはなかなか……。私ども現に今資料等も持ち合わせて
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いない状況もございますので、これにつきましては検討させていただきたい

と思います。それと、油分につきましても検討させていただきます。 

 ○當座委員 廃棄物の分析の方なんですけれども、先ほど委員会の中で処分場の中は廃

掃法で見ていくということを確認されていたと思うので、今までは廃棄物を

調べていただくのに土壌汚染対策法でしてこられたかもしれませんけれど

も、この追加調査に関しては、廃掃法の中でいろいろ測定方法が決まってい

ますので、その方法でやっていただきたいと思います。 

 それと、含有量に関して、鉛、ダイオキシン類の２項目だけだということ

で、溶出で出てきたら測定するということになっていますけれども、溶出で

出る出ないじゃなくて、初めから含有で調べていただきたいと思います。 

 ○中村室長 今ご指摘のありました内容につきましても、どれだけであれば可能である

のか、それとこれまでの埋立処分場の中でのデータといったものも再度検討

した上で判断していきたいと思います。 

 ○樋口委員 ５ページに孔内温度測定というのがあるんですけれども、孔内温度測定を

とられるのであれば、定常地温というんですか、この温度を評価するために、

全く関係ないところの表面から１ｍぐらい下の太陽光線の影響を受けない地

温を測定しておけば、平常地温と孔内の温度がどういうふうな関係にあるの

かというのがわかると思いますので、できればつけ加えていただいたらと思

います。 

 それから、先ほど浸透水のお話があって、窒素類とＴＯＣを追加していた

だきたいというお話があったと思うんですけれども、それも私は賛成です。

特にＴＯＣと、あとＢＯＤもやっていただいたらどうかなと思います。その

理由は、ＣＯＤは難分解性の有機物も含まれていますので、ＢＯＤが減って

くればある程度埋立地の安定化も進んできたという一つの指標になります

し、ＢＯＤが下がってＣＯＤだけ残っていれば難分解性の有機物で、後は生

物分解が起こらないというのがわかりますので、そういった指標にもなると

思います。それから、窒素類は、測定することによって、特に亜硝酸が出た

ときに、亜硝酸をＣＯＤとしてカウントしてしまいますので、ＣＯＤが急に

上がったりするときの一つのチェック項目として亜硝酸をやっておいた方が

いいのかなと思います。 

 ○中村室長 十分そのあたりも配慮した上で、最終的な分析項目については決定したい

と思います。 

 ○池田委員 評価なんですけれども、先ほどから、基準のないものは分析をしない、調

査をしないというような基本的なお考えのように伺っていたんですけれど

も、全国で、環境省の指導のもとというんでしょうか、法律に基づいて自治

体がモニタリングしているデータが膨大にあるわけですから、県内のそうい

ったモニタリングのデータなどとの相対的な比較というのは非常に重要だと

思います。特に、処分場内は処分場内なので、一般環境と比較はできないと

思いますけれども、そういった既存のモニタリングデータとの相対的な比較

によって、ここがどういうような状況かというのは十分評価できるわけです
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から、何も基準があるなしにこだわる必要はないのではないかと思います。 

 ○中村室長 今委員のお話にもありましたけれども、あくまでも埋立処分場ということ

で、先ほど當座委員の方からもありましたけれども、例えばビスフェノール

Ａはどういった状況で出てくるのか。一般的には、いわゆるプラスチックと

か、そういったところから出てくるのではないかということが言われており

ます。そういった状況の中で、モニタリングにつきましては、いろんなとこ

ろでの調査結果があるということは承知しておりますけれども、一概にそれ

らのデータと比較するということが妥当かどうかにつきましては、まだまだ

疑問が残る部分もあるかと思います。それにつきましては検討させていただ

きたいと思います。 

 ○早川委員 後ろについている不法投棄現場等現地調査マニュアルを見ますと、概略調

査として確かに 3,000 ㎡程度ごとに１カ所と書いてありますが、その右のと

ころに詳細調査、30ｍ格子（必要に応じ 10ｍ格子）と書いてあるんです。そ

うすると、今回の 55ｍメッシュの調査は、要するに概略を把握するだけの調

査で、しっかりした調査をやるためには、もっとメッシュを細かくしなけれ

ばだめですよというふうにマニュアルには書いてあると思うんです。今回の

調査は、概略調査でおしまいということなんでしょうか。それとも、ここで

何か問題が発生した場合、さらにすぐ 10ｍメッシュ、あるいはもっと細かい

形での調査もあわせて夏に出すということなんでしょうか。どちらですか。 

 ○中村室長 基本的には、今お示ししましたメッシュで、各メッシュごとに調査をして

いきたいと思っています。ただ、今いろいろなご指摘の中で、分析したとこ

ろ異常なものが確認されたとかいったようなことは想定されますので、そう

いったメッシュにつきましては、さらにそのメッシュの中の状況を調べると

いう意味合いで、例えば 30ｍメッシュでやるといったことも一つの方法では

ないかと思っています。今、全体として夏までということで申し上げていま

すが、今申し上げました詳細調査、30ｍメッシュまですべてその中でおさま

るためには、こういった調査につきましてもできるだけ早く取りかかりたい

というのが思いでございます。 

 ○早川委員 私は７年以上これを見ているものですから、いいかげん調査はやめてくれ

というのが本音のところなんです。早く対策に移ってくれということなんで

すね。だから、臨機応変に詳細調査が必要ならすぐ入ってもらって、さっさ

と結論を出してもらいたい、それは心からの声です。すぐ対策にいけるよう

に、とりあえずこれをやってみてから皆さんと相談して、また検討させてい

ただきたいなどという悠長なことをやらずに、この場で僕は承認していいと

思うんです。詳細調査に臨機応変に取りかかるということでお願いした方が

いいと思います。 

 ○池田委員 ３ページを見ていただきたいんですが、例えば調査地点の選定理由の表の

15 番目のＤ－３は、県 No.５で廃棄物の性状と層厚を確認しているので、今

回は調査しないということなんですが、その１つ前の地図を見ていただくと、

Ｄ－３のメッシュの中の県 No.５のボーリング調査はかなり端の方にあるわ
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けです。この 3,000 ㎡の中で、これが本当にここを代表しているものかどう

かというのは、そう言い切れる過去の調査があったということでよろしいわ

けですか。 

 ○中村室長 この場所につきましては、メッシュで切った中で、第１処分場と書いてい

る四角いものがあるんですが、これは現状既に建物が建っているところでご

ざいます。そういった中で、掘れる場所というのはなかなか難しいのではな

いかといった思いで、県 No.５がその範囲内にありましたので、これでもって

代表することはできないかなということで提案させていただいたものでござ

います。 

 ○横山委員 県 No.５の周辺が広くあいているという感じがどうしてもするので、県 No.

５というのは、たしか硫化水素が一番たくさん出たところでしたね。違いま

したか。最初に何万 ppm と出たのはどこでしたか。 

 ○當座委員 KB3 です。 

 ○横山委員 この辺の地温とかガスの発生というのは結構大切になると思いますので、

今池田委員が言いましたように、本当は第１処分場の「第１」あたりの１cm

ぐらいのちょうど真ん中辺に掘っていただきたいんですけれども、将来詳細

調査でもやるような場合に備えて、いろいろやれるようなところを探してお

いていただきたいと思います。 

 ○中村室長 ご意見を承りましたので、検討させていただきます。 

 ○當座委員 私もＤ－３のところは意見を言わせていただこうと思っていて、横山先生

と池田先生の方から言っていただいたんですけれども、コンクリートが張っ

てあったり、なかなかボーリングしづらい部分で、今まではできるところで

してきていただいたわけですけれども、今回私は、そのコンクリートをはが

してでもきちっとボーリングしていただいて、直下の地下水も含めて見てい

ただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 ○中村室長 同じ返答で、検討させていただきます。 

 

 

 

 

 

（４） 

委員から

の提出資

料等につ

いて 

○岡村委員 

長 

ということで、予定しておりました時間も近づいてまいりましたので、今

いただいたようなご意見を踏まえて、この廃棄物状況調査に着手するという

ことで了承してよろしいでしょうか－－。 

（ 「 異 議 な し 」 ） 

 では、そのように取り扱わせていただきます。 

 次に、議題（４）の委員からの提出資料等についてに移りたいと思います。

提出資料は、事前に送付いただいたものを含めて全部で５件ありますので、

それぞれ配付された委員から趣旨等を簡単にご説明をお願いいたします。 

 まず、當座委員からお願いしたいと思いますけれども、提出資料が２件ご

ざいますので、提出資料①と⑤を続けて説明をお願いいたします。 

 ○當座委員 資料①の方ですけれども、大きく２つ用意させていただきました。第２回

の委員会のときに県の方から出されました調査結果と考察について、私の意

見をまとめさせていただいたものです。委員の先生方にはお目を通していた

だいていると思うんですけれども、今日、話が出たような廃棄物の分析なり、
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地下水をどういうふうに見ていっていただきたいのかということを含めてま

とめさせていただいている分と、後ろの方には、摂南大学の宮田先生の方か

らいただいている意見書、見解書をつけさせていただいています。早くに県

No.３でダイオキシン類が出てきていて、地下 15ｍのところから採水した水

でダイオキシン類が出ているということに関して、早く対応するようにとい

うことと、廃棄物を調べるに当たって、メッシュを切ってきちっと調べない

といけないというような意見をいただいているのをつけさせていただいてい

ます。 

 もう１つ、資料⑤の方は、今まで県がしてくださった調査、どういう方法

でどう評価してきたのかという部分と、今後行われる追加調査に関して、ど

ういう方法で測定してどう評価していくのかということで、右の方に素案と

いう形で書かせていただいています。 

 浸透水に関しては、先ほどもお話ししましたように、廃掃法で見ていって

いただきたい。廃掃法の中にろ過してということは一切載っていないので、

評価するときには、全量で分析したものをきちっと評価していただきたいと

いうことと、周縁の地下水に関しては、廃掃法の安定型処分場の廃止基準（地

下水等検査項目）と水質汚濁に係る環境基準で見ていく必要があるのではな

いかということを書かせていただいています。 

 廃棄物に関しては、このＲＤの処分場は安定型の処分場です。埋めていい

のは４品目だけです。４品目以外のものが入っていることで、浸透水、地下

水からいろんな有害物が検出されていると。この部分をどう評価するのかと

いうのは、廃掃法の中できちっと評価していかなくてはいけないんじゃない

かと思っています。 

 廃棄物土に関しては、廃掃法の中で測定方法なりが決まっていますので、

その方法でしていただきたいということと、評価に関しても、あくまでこの

処分場に有害なものがどこにあるのかを特定するための調査であって、評価

するときにはきちっと廃掃法で評価していただきたいということを書いてい

ます。 

 処分場周辺の土壌、処分場の底の面よりも深い部分に関しては、土壌汚染

対策法をもって、測定方法なり評価の仕方というのはそこで決められている

ので、それに基づいてしていただいたらいいなと思っています。 

 欄外には、先ほどからお話が出ている旧の焼却炉のこと、ビスフェノール

Ａのことをちょっと書かせていただいているので、見ていただけたらありが

たいです。 

 その後ろにつけさせていただいているのは、県の方の公文書です。住民の

方から苦情が入って、そのことで対応されて現場に行かれて、ＲＤの従業員

の方と話されてどうだったのかということを書かれていまして、実際に私た

ちが心配しているドラム缶がほかにも埋められているんじゃないかという部

分で、結構乱暴に保管されていたりしていたということや、本当は焼却しな

くてはいけない廃プラなんかも、揮発性のものが混入していることで、埋め
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なさいという指導がなされていたりということもありますし、それを実際に

見ていただけたらいいなと思って添付させていただきました。 

 以上です。 

 ○岡村委員 

長 

これについての質疑はまた後でまとめて行いたいと思いますので、次に竹

口委員から提出資料②について説明をお願い申し上げます。 

 ○竹口委員 資料の概略ですが、１回目の県の説明で大したことないというような印象

を受けたものですから、そういうことはないということで、今までの調査で

有害物があの中にたくさんあるということははっきりしているわけで、それ

を一日も早く除去してほしいと。調査調査でいつまでもかかっているのは、

住民としては耐えがたいところです。 

 それから、表面水の件で、経堂池の水には有害物はないと書いてあったん

ですが、ダイオキシン類が出ています。先ほど聞きますと、0.2pg-TEQ/L 以

下はどこでもあるんだから、そういう書き方をしたということなんですが、

下の泥の検査をすると、これだけ有害物がいっぱいあります。これも、処分

場の影響は間違いないと思います。 

 それから、ガスについても、臭気は確認されていないとしていますが、そ

の日によって、処分場の中へ入ると臭いがします。日によって違いますから

あれですけれども、まだ臭いはあります。 

 ドラム缶の掘削調査は、住民の証言をもとに行ったんですが、あれは出て

きましたし、住民の証言が間違いなかったということで、引き続きすぐにで

も掘削調査をやってほしいというところです。 

 ４番目には、自然由来を県が結構言いますので、そうではないのではない

かということを書いてみました。 

 とにかく、一日も早く処分場から有害物を撤去してほしいというのが一番

の要望です。 

 以上です。 

 ○岡村委員 

長 

委員提出資料③は５名の方になりますので、どなたか１名の方、説明をお

願いいたします。 

 ○木村委員 一番上に署名しております木村でございます。説明をさせていただきます。 

 まず、この対策委員会が一番基本に置いて取り組んでいただきたい部分と

しまして、今問題になっておりますＲＤ最終処分場というのは安定型最終処

分場であるということを十分認識いただいておりますが、いろいろな調査並

びに対策を考えていただきますときに、最終はこの処分場が廃止ということ

になるわけでございますけれども、その場合には、安定型最終処分場の廃止

基準というものを完全にクリアする、またはクリアできる見込みが十分ある

というものをベースに調査並びに対策を考えていただきたいということで、

住民代表の５名でもってお願いをしたところでございます。 

 なお、このお願いをした先は、当委員長さん並びに部会長さん、それから

滋賀県知事さんあてに同じものを用意させていただきました。 

 なお、この部分につきまして、平成 10 年５月 27 日にＲＤ社から処分業の
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廃止届が出ておりますが、ちょうど平成 10 年といいますのは、廃棄物の処理

に関する基準の強化がこの年の６月 17 日より施行されまして、それに向けて

全国で駆け込み的に最終処分場の廃止が申請されたという経緯がございま

す。そこで、この処分場につきましても、処分場を廃止するための前処理と

して、処分業の廃止届をされたというふうに認識をしております。 

 それで、ここで２つばかり教えていただきたいことがあるんですけれども、

まずこの最終処分場に係る埋立処分の終了の届け出はどなたがするのかとい

うことと、それから廃止の確認の申請、この２つの届け出者と申請者はだれ

になるのかということを教えていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 ○岡村委員 

長 

これもちょっと後に回すことにいたします。 

 では、最後になりますが、乾澤委員から提出資料④についてお願いいたし

ます。 

 ○乾澤委員 栗東市役所の乾澤でございます。お手元の資料３点を提供させていただき

ます。 

 まず１点目は、おめくりいただきましたら、平成 17 年４月 22 日付で県に

要請したものでございまして、ちょうど中ほどに書いてございますが、改善

命令をされた平成 10 年の深掘り箇所に対する地下水の汚染防止対策工事に

ついて、遮水部の上部に帯水層を構成する砂層が存在していることが明らか

になり、今回の是正工事のみでは地下水汚染防止対策が十分でないことから、

次のページでございますけれども、市で設置しております環境調査委員会の

横山先生を初め３名の専門家の方の見解を添えて、県に要請した文書でござ

います。こういった内容もよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、ブルーの資料と、その後ろにグリーンの２種類の資料を添付いたし

ております。これにつきましては、市において平成 12 年に設置しております

環境調査委員会において調査していただきました内容を市民に報告したもの

でございまして、ブルーにつきましては平成 15 年に、またグリーンにつきま

しては平成 18 年に発行したものでございます。中でも、グリーンの６ページ

にございますように、今後の展望とまとめに緊急対策と恒久対策について整

理をしておりますので、今後の審議の参考にお願いしたいと思います。市と

しましては、緊急的には地下水の防止対策、その後において処分場の対策に

よりまして、市民の安心安全な暮らしを達していきたく願うところでござい

ます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ○岡村委員 

長 

木村委員ほか４名の委員の連名の提出資料③を除きまして、その他の資料

について何か質問等ございましたらお願いいたします。よろしいですか－－。 

 では、これはそれぞれ参考にしていただくということで、先ほどの木村委

員ほか４名の委員の連名によります提出資料③について、質問が２点出てお

りましたけれども、事務局の方から回答をお願いいたします。 

 ○中村室長 先ほどの連名の木村委員からのご質問でございます。廃止届というのは、
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既に業の廃止は出ておりますので、施設の廃止届という理解でよろしゅうご

ざいますね。法の理論上でいきますと、今のところまだＲＤ社になるのかな

と。ただ、あくまでもこれは理論上の話ですので、実態上としてＲＤ社が出

せるかどうかといったことにつきましては、もう少し検討しなければならな

い部分が出てくるのかなと思っています。先ほど出ております廃止の基準、

これらにつきましては、当然のことながら、廃止届を出すところが本来そう

いったデータをきちっととって、そのデータの裏づけでもって廃止届を出す

というのが基本的な考え方でございますので、そういったことが可能なのか

どうかも含めまして、現時点で廃止届をだれが出せるかということにつきま

しては宿題にさせていただきたいと思います。 

 ○木村委員 １つ目の終了の届け出も同じということでいいんですか。 

 ○中村室長 廃棄物処理法の業につきましては既に廃止しておりますけれども、その後、

あの処分場につきましては、業以外に、持ち込み等の廃止といいますか、終

了といいますか、事実上はそういう形になっておりますし、そういう形での

届けをもらう必要があるのかなと思います。ただ、理論上でいきますと、先

ほど申し上げたような形で、ＲＤ社になるということになろうかと思います

けれども、先ほど申し上げたとおり、果たして現時点でそれだけの責任能力

があるのかどうかといったことも含めまして、これにつきましても先ほどと

同様検討させてください。 

 ○木村委員 終了の届けを出し、それを受理されて、それから後に廃止届を出すという

手続になるし、そういう書式がそろっているというふうに認識しております

ので、改めてまたご返答をお願いしたいと思います。 

 ○岡村委員 

長 

これは最後、対策委員会でこういうことを統一見解とするようにというふ

うに書かれているわけですけれども、この「順守」というのは、だれが順守

をするという意味なんでしょうか。 

 ○木村委員 あくまでもここを廃止するということを決定する機関だというふうに認識

しております。 

 ○岡村委員 

長 

委員会が最終処分場を廃止するわけではありませんから、委員会がこの基

準を順守するというのはちょっと無理ではないかと思うんです。ですから、

委員会は廃止基準が順守されるように対策を考えるということであったら理

解できるんですが、そういう理解でよろしいですか。 

 ○木村委員 はい。 

 

 

 

（５） 

その他 

○岡村委員 

長 

そういう理解でしたら、事務局の方も先ほどから廃止基準が満たされるよ

うにとおっしゃっておりますので、異議はないところであろうと思います。

委員全員同じような思いであると思います。 

 それでは、次に議題（５）のその他に移ります。 

 まず、１番目の第１回行政対応検証委員会資料について事務局から説明を

お願いいたします。 

 ○司会 

(上田参事) 

説明をさせていただきます。 

 資料４をごらんいただきたいんですが、実は第１回ＲＤ最終処分場問題行
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政対応検証委員会が２月 27 日に開かれました。大きくは議題が３つございま

して、委員長の選出と、今までの経過概要のご説明をさせていただいたこと

と、検証の進め方についてご議論をいただきました。今日お出しした資料４

につきましては、経過概要を説明する上で、行政対応検証委員会でございま

すので、今までの経過につきまして、住民さんからの苦情、住民団体からの

要望書をつけたものを整理させていただきました。例えば、資料４の１ペー

ジを見ていただきたいんですが、２月 28 日にこういう苦情を受けたとかいう

ことで、最終、平成 18 年の 11 月 30 日までのものを整理して報告させていた

だきました。今後、行政対応検証委員会の方で論点整理をされますので、そ

の中でまた逐次この対策委員会の方にも報告をさせていただきたいと思って

おります。 

 ちなみに、この資料、時間もございませんので簡単に説明しますと、平成

３年の２月から全部で 94 件の文書等をいただいておりまして、平成３年から

硫化水素が発生するまで－－平成 10 年ですけれども－－で 19 件、硫化水素

が発生してから、平成 11 年以降の８年間、平成 18 年までで 75 件の文書をい

ただいているということになります。全体で 94 件いただいているということ

でございます。４ページをお開きいただきたいんですが、平成 12 年の６月 14

日には、原因究明・除去を求める署名受理ということで、約 36,000 人の方か

らこういうご要望をいただいているところでございます。細々とは説明させ

ていただきませんけれども、こういうふうな資料を行政対応検証委員会の方

にご報告させていただいておりますので、ご報告させていただきます。 

 ○岡村委員 

長 

ただいまの事務局の説明について質問等ございましたら。 

 ○早川委員 質問ではなくて要望なんですけれども、行政対応検証委員会の第１回は私

も傍聴させていただいたんですが、これまでの行政対応はどうだったのかと

いうことを、この対策委員会で議論する前提としてやはり知っておく必要が

あるだろうと思っています。それから、今日話に出たさまざまな調査の実態

はどうだったのかということも、この対策委員会の議論の前提として知って

おきたいと私は思っています。あと、専門部会の話もそうなんですけれども、

この対策委員会の中にもそういうふうに考えられる方はいらっしゃると思い

ますので、行政対応委員会と専門部会と現地調査の開催の日程を、希望する

委員には事前に早急に教えていただけないでしょうか。私はできる限りにそ

れに出たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ○司会 

(上田参事) 

わかりました。 

 それと、今ご報告するのを忘れていたんですが、この行政対応検証委員会

の事務局は総務部総務課が行うことになっておりまして、私どもは総務部総

務課の指示に従って資料をつくっていくという形になります。 

 ○當座委員 今までの苦情等を項目だけ挙げて説明してくださっているんですけれど

も、２ページのところで、平成 10 年 11 月 11 日「立入調査により第２処分場

側の深掘工事が判明」という書き方をしてあるんですけれども、公文書を見
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せていただくと、立入調査により 30×50×深さ 20ｍの掘削がわかったという

ようなことが書かれているので、そういうことをきちっと書いていただきた

いと思います。 

 もう１カ所、その下に、12 月 25 日「深掘箇所の良質土による埋戻し等確認」

ということが書いてあるんですけれども、ここは公文書にどう書いてあるか

といえば、当該部分に係る良土の埋め戻しについて確認を行う、12 月 17 日、

掘削部分について黒色の浸出水が確認されたので、これについて重金属、有

機塩素系、ベンゼンについて分析を行うよう指示したということが公文書に

載っていますので、良質土による埋め戻しを確認したんじゃなくて、きちっ

と事実を挙げていただきたいと思います。実際にはどういう土で戻されてい

るかというのも公文書に載っていまして、トロンメル及び風力選別機により

発生した残土等によって埋め戻したということが書かれていますので、そこ

ら辺はちょっと気をつけてしていただきたいと思ったので、お願いします。 

 ○早川委員 そういう話が出るんだったら、ついでにちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、これは検証委員会で資料として見たときにもおやっと思ったんですが、

なぜ受理の記録だけなんですか。返答の記録はなぜ出さないんですか。 

 ○司会 

(上田参事) 

出さないというわけではなくて、行政対応検証委員会の委員さんに、こう

いう形で住民さんからいただいていますよということで、この間の委員会で

もありましたけれども、今後この中身は受け答えやらを出してくれるんやな

というふうな話もございまして、出ていないものもあるかもしれませんし、

そこら辺は、今論点整理をされる中で、また委員さんからご指示をいただく

ものだと思っております。 

 ○早川委員 私が書いた本にも書いたんですけれども、住民側の不満は、幾ら言っても

返答がなかなか来ないということなんですね。１つの苦情を出してから、ひ

どいときには半年後に返答が来るということがあるわけです。そういうよう

な行政対応もちゃんと検証していただきたいと思いますので、これはこうい

うところでしか言うことができないので言うんですけれども、この苦情に対

してはいつ返答したのかということも検証してもらいたいと思います。 

 ○司会 

(上田参事) 

また総務課を通じて委員さんの方に、そういうお声があったということで

ご報告させていただきます。 

 ○岡村委員 

長 

ということで、よろしゅうございますね－－。 

 それでは、次の産廃処理問題合同対策委員会からの提供資料に移ります。

これについても事務局から説明をお願いいたします。 

 ○司会 

(上田参事) 

前回、県と栗東市のデータを整理したものをお示しさせていただきました。

委員の方から、住民団体でもＲＤの処分場に関していろいろ調査されたデー

タがあるんじゃないですかというふうなご指摘をいただきました。そういっ

たことで、現時点で集まりましたのは、産廃処理問題合同対策委員会から、

今の趣旨でもってこれまで調査したデータについて提供をお願いしたところ

出されてきたものが、この 19 年３月 23 日現在という資料でございます。今

後も、そういった資料につきましてお持ちのところがございましたら、そう
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いった形で事務局からも働きかけ、できるだけ示していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 ○岡村委員 

長 

この点については別にないですね－－。 

 それでは、最後になりますが、今後の日程調整、会議の運営等についてで

あります。これについても事務局から説明をお願いいたします。 

 ○司会 

(上田参事) 

事務局運営につきまして、梶山委員さんからご苦言をいただきました。こ

のご意見をいただきまして、皆様のご協力をいただき、しっかりと委員会運

営をしたいと考えております。 

 そういう思いの中でこの資料６をつくらせていただいているわけでござい

ますけれども、梶山委員さんからは、できる限り全委員が参加できるよう、

日程調整は２～３カ月先まで余裕のある時期に行うべきだというご指摘をい

ただいております。今後、日程調整は、２～３カ月先まで余裕を持って、日

程調整連絡表により委員にご照会させていただいて、そして回答集約後速や

かに、最も出席者の多くなる日を委員会予定日として各委員にご連絡させて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それと、今日も朝の 11 時から午後３時までということで、皆さんに大変ご

協力をいただいているわけでございますけれども、梶山委員の２つ目の視点

で、多くの委員が十分な発言の機会を持つために、午前、午後を含めた議論

時間の確保を保証すべきだというご指摘をいただいております。 

 実は私ども、３回の日程調整をさせていただいておりまして、その状況を

申し上げますと、例えば半日単位でオーケーの日をとりますと、14 人以上出

席していただけるというのは、今まで調整した 86 回のうち 13 回、15.1％で

す。もう少し言いますと、今まで皆さんのご都合を聞いて、14 人以上出席し

ていただこうということで考えますと、全体の日数からいって 15.1％の確率

になります。もう１つ、１日単位でとっていこうとしますと、今までいただ

いた資料をそのまま簡単に計算しているんですけれども、9.3％ということに

なります。といいますのは、例えば 14 人以上来ていただこうとすると、半日

単位でとると 15％、１日単位でとるともっと少なくて 9.3％ということで、

非常に日程調整が難しいという思いを実のところ持っております。 

 そういう中でございますけれども、また皆さんのご協力もいただきながら、

１日の日程というのは少し難しいのかなという思いを持ちながらも、午後に

させていただくと、時間的に割合長くとらせていただくことができるので、

そういうことを念頭に置いて時間の設定をさせていただきたいと思っており

ますので、そういうことについてご議論をいただきたいと思います。 

 そしてもう１つ、今までの日程調整の実績からいいますと、どうしても欠

席される方がおられます。そういう中で、我々事務局の説明というのは、こ

ういう資料を出しまして、こういう形でこういう議論をいただきましたとい

うふうな説明しかさせていただけないんですけれども、次の会議で容易に議

論に何とか入っていただける形で、時間をいただいて事務局の方から説明を
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させていただくということも、ご了解を得てさせていただきたいと思ってお

ります。 

 梶山先生からいただきました協議要請事項については、今申し上げたよう

な形で事務局としてしっかりやっていきたいと思いますので、皆さんの方も、

大変申しわけございませんけれども、ご協力の方をよろしくお願いいたした

いと思っております。 

 ○岡村委員 

長 

ただいまの事務局の説明に何かご意見等はございませんでしょうか。 

 ○竹口委員 当初 20 名の構成で始めたと思うんですが、今欠員が２名います。この補充

はどういうふうに考えているんですか。 

 ○中村室長 当初考えておりました方々といいますか、１人は住民代表の方にご参加し

ていただきたいということでございまして、それにつきましては今も要請は

させていただいております。ただ、いろいろなご事情の中で、ちょっと難し

いというご返答をいただいているところでございます。もう１人につきまし

ては、できるだけ早い機会に選考させていただいて、またお願いしていきた

いと思っております。 

 ○岡村委員 

長 

しかし、この日程調整は難しいですね。２～３カ月先まで余裕のある時期

にやるべきと言われましても、私、考えますと、２～３カ月先、詰まってい

る日はわかっていますけれども、あいている日がずっとそのままあいている

とは限らないわけです。しかも、梶山先生の場合には弁護士さんだからどう

なとなるんでしょうけれども、私なんかは雇われ人で、しかも兼業承認をと

っております。兼業承認をとる場合には、本務に差し支えがある場合には出

席しないという確約をとられておりますから、２週間前に学内の委員会が決

まれば欠席せざるを得ないわけであります。したがって、２～３カ月先だか

らというふうなことは必ずしも言えないだろうと思います。もちろん来週だ

ったらどうだというのは言えるんですけれども、２～３カ月先というのはな

かなか難しい問題です。そういうことを踏まえて、事務局の方で、大変だろ

うと思いますけれども、できる限り多数の委員の方が出席できるようにご配

慮いただきたいと思います。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 ○池田委員 先ほどちょっと申し上げ忘れていたんですけれども、行政対応検証委員会

の方の議事録は公開されるんでしょうか。傍聴に東京からは無理なので、議

事録を公開、ホームページでも……。 

 ○司会 

(上田参事) 

第１回につきましては、このような形で傍聴の方に入っていただいて、そ

の議事録については公開させていただくことはできます。２回目以降につき

ましては、情報公開条例の関連で、公開できないものについては公開しない

というふうな決定をしていただいておりますので、非公開になる可能性が強

いわけでございます。ただ、議事録につきましては、例えば特定名が入った

ところを消して情報公開するということは、情報公開条例の趣旨にのっとっ

てやる必要がございますので、そういう形であれば、議事録をつくって、個
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人情報とかは削除して公開していくことは可能かなと思っております。 

 ○當座委員 先ほど早川さんの方からも要望がありましたけれども、処分場で調査され

るときに連絡いただきたい、できるだけ立ち会いさせていただきたいと思っ

ています。特に、廃棄物の状況調査で掘削されるという箇所が３カ所ありま

して、なかなか同時にというのも難しいとは思うんですけれども、順番にや

っていただいて、私は順番に１つずつ確認させていただきたいと思っていま

すので、連絡の方をよろしくお願いいたします。 

 ○岡村委員 

長 

ほかにございませんでしょうか。本日予定しておりました議事は以上です

けれども、その他全般についてご意見、ご質問等がございましたら。 

 ○早川委員 改めて確認をしたいんですけれども、焼却炉の調査はやっていただけると

解釈してよろしいですね。その計画を次回の委員会なりに出していただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 ○中村室長 わかりました。 

 

３． 

閉会 

○岡村委員 

長 

ほかにございませんか－－。 

 それでは、特にないようですので、これで本日の第３回対策委員会を終了

させていただきます。私の不手際で 35 分間予定を超過いたしまして、申しわ

けございません。この後、事務局から連絡事項がありますので、よろしくお

願いいたします。 

 ○事務局 事務局から２点ばかりご連絡を申し上げます。 

 まず１点でございますが、第２回の対策委員会の議事録と概要をお送りさ

せていただいておりますが、概要の方に一部修正がございまして、改めて修

正したものをその後お送りしております。ご確認の方をひとつよろしくお願

いいたします。 

 続きまして、２点目でございますが、本日今後の日程調整の議論をいただ

きましたように、現在次の委員会並びに専門部会の日程調整を行っておりま

す。こういった議論を踏まえまして、至急に日程調整をいたしまして、予定

決定次第またご連絡したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 どうも本日は長時間にわたりましてありがとうございました。 

 

以 上 


